
文教警察委員会会議記録 

 

文教警察委員長  清田 哲也   

 

１ 日 時 

   令和７年９月１８日（木） 午前９時５８分から 

                午後１時５５分まで 

 

２ 場 所 

   第２委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

   清田哲也、岡野涼子、麻生栄作、吉村尚久、玉田輝義、末宗秀雄 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   井上明夫 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   阿部長夫、福崎智幸、守永信幸、猿渡久子 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   教育長 山田雅文、警察本部長 幡野徹 ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第７１号議案のうち本委員会関係部分、第８４号議案、第８５号議案、第８６号議案、

第８７号議案及び第８８号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもっ

て決定した。 

（２）第７５号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することに全会一致

をもって決定した。 

（３）大分県長期総合計画の実施状況について、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価について、令和７年度全国学力・学習状況調査の結果について、公社等外郭

団体の経営状況報告など、執行部から報告を受けた。 

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

（５）県外所管事務調査について行程の確認を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記  

   議事課議事調整班   主査 仙川正朋 

   政策調査課政策法務班 主査 稲垣俊和 

 



文教警察委員会次第 

 

日時：令和７年９月１８日（木）１０：００～ 

場所：第２委員会室             

 

１ 開  会 

 

 

２ 教育委員会関係                      １０：００～１２：００ 

（１）付託案件の審査 

   第 ７１号議案 令和７年度大分県一般会計補正予算（第２号）（本委員会関係部分） 

   第 ８４号議案 物品の取得について 

   第 ８５号議案 大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について（総務企画委員

会へ合い議） 

   第 ８６号議案 工事請負契約の締結について 

（２）合い議案件の審査 

   第 ７５号議案 職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について（付託委員会：

総務企画委員会） 

（３）諸般の報告 

   ①大分県長期総合計画の実施状況について 

   ②教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

   ③令和７年度全国学力・学習状況調査の結果について 

   ④公社等外郭団体の経営状況報告 

    （公益財団法人大分県奨学会、公益財団法人大分県スポーツ協会） 

   ⑤教員採用試験に係る「求償権行使懈怠違法確認請求事件（住民訴訟）」の控訴審（福

岡高裁）判決について 

   ⑥遠隔教育の実施状況について 

（４）その他 

 

 

３ 警察本部関係                       １３：００～１４：３０ 

（１）付託案件の審査 

   第 ８７号議案 大分県警察の警察官等に対する支給品及び貸与品に関する条例の一部

改正について 

   第 ８８号議案 警察署の名称、位置及び管轄区域条例の一部改正について 

（２）諸般の報告 

   ①大分県長期総合計画の実施状況について 

   ②大分県暴力団排除条例の改正予定について 

   ③公社等外郭団体の経営状況等について 

    （公益財団法人大分県暴力追放運動推進センター、公益財団法人大分県交通安全協

会、公益財団法人大分県防犯協会） 



（３）その他 

 

 

４ 協議事項                         １４：３０～１４：４０ 

（１）閉会中の継続調査について 

（２）県外所管事務調査について 

（３）その他 

 

 

５ 閉  会 

 



- 1 - 

別 紙 

会議の概要及び結果 

清田委員長 ただいまから、文教警察委員会を

開きます。 

 本日は都合により、井上委員が欠席していま

す。また、委員外議員として阿部長夫議員、福

崎議員、守永議員、猿渡議員に出席いただいて

います。委員外議員の方が発言を希望する場合

は、委員の質疑の終了後に挙手し、私から指名

を受けた後、長時間にわたらないよう、要点を

簡潔に御発言願います。 

 本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案６件及び総務企画委員会から合い議のあっ

た議案１件です。 

 この際、案件全部を一括議題とし、これより、

教育委員会関係の審査を行います。 

 まず、第７１号議案令和７年度大分県一般会

計補正予算（第２号）のうち本委員会関係部分

について、執行部の説明を求めます。 

山田教育長 教育委員会を代表して、一言、御

挨拶を申し上げます。 

 清田委員長をはじめ、文教警察委員会の委員

の皆様におかれては、平素から本県教育の推進

に多大なる御支援、御協力を賜っていることに

対して、心から感謝を申し上げます。 

 先日の一般質問であったとおり、地域の高校

の活性化に向けて、探求教育の充実や複数校志

願制度に加えて、後ほど詳しく報告しますが、

夏季特別授業を含めて、遠隔授業もしっかりと

取り組んでいます。 

 また、本日御審査いただく議案にもあるよう

に、大分県立学校の設置に関する条例の一部改

正を予定していますが、夜間中学の名前も決ま

り、着々と準備を進めています。 

 このように、少しずつではありますが、歩み

を進めています。今後とも、職員一丸となって

しっかりと取り組んでいくので、引き続き、御

指導賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、付託案件について、担当課長から

御説明します。 

深藏教育財務課長 それでは、資料２ページを

お願いします。 

 第７１号議案令和７年度大分県一般会計補正

予算（第２号）の教育委員会所管分については、

繰越しの早期設定をお願いするものです。 

 一つ目の１高等学校施設整備事業のうち体育

館空調整備工事９億２００万円は、令和８年夏

季までに空調設置を完了させるため、全国的な

体育館空調の整備増を勘案し、適正工期を確保

するものです。 

 その下、芸術緑丘高校トイレ大規模改修工事

等８，９００万円は、現地調査の結果、給排水

管の老朽化が新たに判明したこと等により、適

正工期を確保するものです。 

 一番下の２支援学校施設整備事業の別府支援

石垣原校解体改修工事１億１，９００万円は、

応札者の提出書類の不備に伴い、再度の入札を

行う必要があるため、適正工期を確保するもの

です。 

 以上、合計で１１億１千万円となっています。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。 

 本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに、御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 次に、第８４号議案物品の取得について、執

行部の説明を求めます。 

角渕教育ＤＸ推進課長 資料３ページを御覧く

ださい。 
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 県立学校のタブレット端末の取得について、

御説明します。 

 端末の取得が、大分県県有財産条例で定める

予定価格７千万円以上の動産の買入れに該当す

るので、議会にお諮りするものです。 

 今回取得する端末は、令和２年度に導入した

児童生徒用１人１台端末の更新に伴うもので、

合計２万１，２６６台となります。 

 ３契約の方法について、幅広く参加を募るた

め、機種を限定しない総合評価型一般競争入札

（ＷＴＯ対象物品調達）を実施しました。しか

しながら、応札者は１者であり、機種は現在と

同様のｉＰａｄとなりました。 

 ４契約金額は１５億２，４１５万２，４９８

円で、落札率は高くなりましたが、端末単価は

５３，６８０円と市場価格である５８，８００

円に比べ、１割程度低い金額となりました。な

お、財源は全額、国からの交付金を活用してい

ます。 

 応札者が１者にとどまった要因としては、主

に２点が考えられます。 

 １点目は仕様書の関係です。現在、県立学校

では、サーバーや電子黒板等の周辺機器をｉＰ

ａｄ仕様で整備しており、ＯＳを変更する場合

は機器の更新に追加費用が発生するため、応札

のハードルが高まった可能性があります。 

 ２点目は規模の関係です。今回の更新は６０

校、２万１，２６６台に及ぶ大規模調達であり、

機器調達、ＯＳの変更に伴う動作検証及び研修

体制の確保など、業者に相応の準備が求められ

ることから、応札を見送った可能性があります。 

 今後も他県の状況等を参考にし、公平・公正

な入札の在り方について、検討を続けていきま

す。なお、６契約の相手方は、ミカサ商事株式

会社大分支店です。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

吉村委員 高校生のタブレットについて、全国

では、個人持ちが半数くらいあったんですかね。

多かったと思うんですけれど。今回、大分県に

おいては貸与ということで、保護者負担も考え

ると大変良かったと思います。ありがとうござ

います。 

 その中で、さきほど少し説明がありましたが、

大分県において、ｉＰａｄが中心になっている

理由。全国で見れば、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋや

Ｗｉｎｄｏｗｓタブレットなどを使用している。

どちらかと言うと、低学年はｉＰａｄの使用が

非常に有効だと言われているけれども、高校生

になってきたらｉＰａｄじゃない方がいいとい

う意見もあると聞いています。ｉＰａｄを使用

している理由について。 

 もう一点。今後、コンピューター教室はどう

なっていくのか。ｉＰａｄなどとコンピュータ

ー教室との兼ね合いを、大分県としてどう考え

ているのか教えてください。 

角渕教育ＤＸ推進課長 １点目のｉＰａｄを導

入した理由について、今回の総合評価型一般競

争入札においては、ＯＳを限定しない形で入札

を行いました。価格評価に加えて、機能面の評

価等を総合評価で行いましたが、結果的にｉＰ

ａｄを販売する業者が応札したということで、

ｉＰａｄをはなから選定していたわけではあり

ません。ちなみに、ｉＰａｄのメリットは、特

にオンラインではなくてオフラインでの活用に

強みがあり、例えば、通信環境が良くない家庭

などにおいてもオフライン環境でできるので、

こういったところで学びを止めないメリットは

あるかと思います。それぞれにメリットはあり

ます。 

 次に、コンピューター教室についてです。コ

ンピューター教室で現在行っている事業をｉＰ

ａｄではできません。また、ソフトなどが入っ

ているので、例えば、１人１台端末があるから

といって、コンピューター教室を廃止すること

は、今のところ考えていません。 

末宗委員 １点だけ。落札率９９．９％。１社

入札やろうから。今後、１社入札じゃなくて、

３社以上入札せな、入札させんように提案して

おこうと思うんだけどね。３社以上で入札がで

きないときは、そのとき考えればいいことで。

こんな落札率９９．９％で。恐らく、ミカサ商

事株式会社大分支店が、最初から見積りもして
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いると聞いているから。そういう入札は、工期

の面などいろいろ理屈は言うけれど、入札は厳

正なものだから。今後、そのようにお願いした

いんだけどね。 

角渕教育ＤＸ推進課長 こちらとしても、１社

は問題があると考えています。制度としては１

社でも大丈夫ですけれど、やはり広く参加して

いただきたいと思うので、他県の状況等も検討

しながら、いかに広く応札を求められるか。例

えば、参考見積を取る段階で、多くの業者から

取るのも一手だと思います。そういったことも

検討していきたいと思います。 

麻生委員 関連して、これはＷＴＯ要件ですよ

ね。海外からの参画はないということでいいで

すね。確認です。 

角渕教育ＤＸ推進課長 麻生委員がおっしゃる

とおり、海外からの参画はありませんでした。 

麻生委員 こういった件について、ＷＴＯ要件

にかかわらず、国内でも１社しかないものをど

うするかは大きな問題かと思います。いずれに

しろ、そういった問題も含めて、国といろいろ

な協議をしていただきたいと思います。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第８５号議案大分県立学校の設置に関

する条例の一部改正についてですが、本案につ

いては、総務企画委員会に合い議していること

を申し添えます。それでは、執行部の説明を求

めます。 

深藏教育財務課長 資料４ページを御覧くださ

い。 

 第８５号議案大分県立学校の設置に関する条

例の一部改正について、御説明します。 

 今回の改正は２点あります。 

 まず、資料の左側を御覧ください。大分県立

南石垣支援学校の移転についてです。 

 第三次大分県特別支援教育推進計画に基づき、

十分な広さの施設を確保し、これまで以上に障

がいの特性に応じた教育活動を可能とするため、

大分県立南石垣支援学校を大分県立別府羽室台

高等学校跡地に移転し、名称を大分県立別府や

まなみ支援学校に変更するものです。 

 次に、資料の右側を御覧ください。県立夜間

中学校の設置についてです。 

 義務教育未修了者など義務教育段階の学び直

しを希望する方に対し、学校での就学機会を提

供するため、大分県立爽風館高校敷地内に大分

県立学びヶ丘中学校を設置するものです。 

 また、大分県立学びヶ丘中学校は入学試験を

行わないため、手数料の規定がある大分県使用

料及び手数料条例の整備も行います。 

 施行期日について、大分県立学びヶ丘中学校

は開校の準備を行うため令和７年１０月１日、

大分県立南石垣支援学校から大分県立別府やま

なみ支援学校への改正は令和８年４月１日とし

ています。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

玉田委員 議案についての関連ですけれど、い

いですか。（「はい」と言う者あり）県立夜間

中学校の件で、少し伺いたいと思います。大分

県立爽風館高等学校に入り、一つの施設に二つ

の学校が共存するということで、現場も含めて、

義務教育課や高校教育課も随分大変じゃないか

と思っています。この議案について、私は賛成

の立場ですけれど、来年４月の開校に向けて、

これから急ピッチで議論しなくちゃならないこ

とが、随分あるんじゃないかという気がしてい

ます。 

 その一つとして大分県立爽風館高等学校の夜

間――Ⅲ部の生徒と重ならないのか、給食の問

題、遠くから通う生徒――あの辺は駐車場がな

いので駐車場の問題など、随分と課題がある気
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がするので、これから３月に向けて、しっかり

といい環境を整えてほしいです。現状そして今

後の見通しについて、少し教えてください。 

小野義務教育課長 まず、Ⅲ部の生徒との教室

の配置について、令和７年９月２日に打合せに

行き、現状、６教室は空いているということで、

その６教室を使っていこうと考えています。 

 それと、給食について、夜間中学校に入学す

る生徒で希望される方は、Ⅲ部の生徒と一緒に

給食を提供したいと考えています。これはあく

までも希望です。 

 そして、駐車場について、車で通わなければ

ならない生徒もいるので、依頼の最中ですが、

近隣のお寺の方の御厚意で、もしかすると駐車

場をお借りできる可能性があります。今、依頼

をしています。 

 今後、大分県立爽風館高等学校とは、連絡調

整の必要な内容について、打合せを頻繁にして

いきたいと思います。先週も開校準備班が行き、

例えば、体育について、夜間中学校も体育の授

業が週１回あり体育館の割り振りなど細かい具

体的なところも進めている最中ですので、大分

県立爽風館高等学校の教育活動に支障がないよ

うに、うまく調整を図っていきたいと考えてい

ます。 

玉田委員 現場の細かいことについて我々は分

からないところがあるけれども、とにかく、来

年４月に向けて、二つの学びの場が混乱するこ

とがないように、是非しっかりとやってほしい

と思います。 

麻生委員 夜間中学校は夜に開校するわけで、

資料には教育理念を書いているけれど、これが

最も重要だろうと思います。お寺の方が貸して

くれるか貸してくれないかも、しっかりとした

理念があればすんなりといくのではないか。そ

ういう意味において、ノーベル生理学・医学賞

を受賞された大村智博士は、夜間の定時制高校

の教師からノーベル賞を受賞されていますよね。

そういったことをしっかりと教育委員会及びこ

れから現場に立つ教職員にも理解していただき、

大村智博士の縁尋機妙という著書を読んで、是

非取り組んでほしいことをお願いしたいと思い

ます。 

 それから、夜間中学校の設置に関して、大分

県は遅れているということで、文部科学省の審

議官をされた丸山氏――ノンキャリアから文部

科学省初等中等教育局長になられた丸山氏とい

った方々の思いや開校時には関係者や広く県民

にもしっかりと伝わる工夫を開校式典や記念講

演などで是非披露してほしいと思います。 

清田委員長 御要望ということで。（「はい」

と言う者あり） 

末宗委員 南石垣支援学校と県立夜間中学校を

一つの議案で提出しているけれど、これは全く

別なのを一つの議案で出している。そこあたり

を教えていただけんかね。 

深藏教育財務課長 大分県立学校の設置に関す

る条例の一部改正について、大分県立別府やま

なみ支援学校と大分県立学びヶ丘中学校の二つ

の条文を一つの条例の中で改正することで、一

つの議案としています。 

末宗委員 議案は二つにできないのか。 

深藏教育財務課長 もちろん二つに分けること

は可能かと思いますが、一つの条例の改正なの

で、通常は１本でまとめて改正することになり

ます。 

末宗委員 通常はと言うけれど、僕は通常と違

うき聞きよるんやけどね。支援学校と夜間中学、

考え方が全然違うのを一緒にというの。質問と

かも全然違うからね。だから、普通、議案が違

うんじゃないかと思うから聞きよったんだけよ。

おたくたちの常識と僕の常識は違うんだけどね。 

清田委員長 同じ条例だから１本であげたとい

う御答弁ですけれど、学校の中身が全然違うの

で、同じ条例であっても議案としては二つに分

けた方がいいのではないかということですが、

今回は一つであげてしまった。（「議運の時は」

と言う者あり）（「議運っち、議運の時はこん

な質問できんじゃないか」と言う者あり）（「

上程。確かにいいとこついちょんわ」と言う者

あり）（「上程っち、今、これ、委員会で聞か

な。こん組が出すんじゃき」と言う者あり） 

 確認しますけれど、一つの条例の一部改正で

あっても、議案を二つにすることは別に不自然
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じゃないですよね。ここで聞くのも少し違うと

は思っているんですけれど。 

深藏教育財務課長 議案を１本にまとめていま

すけれども、その理由として、それぞれの内容

については違いを記載しているので、それはそ

こで確認できるかと思います。 

清田委員長 仮の話で申し訳ないけれど、議案

を二つにすることはどうなんでしょう。一般論

として、上程する側は別にそれは不自然なこと

ではない。 

深藏教育財務課長 さきほども申したように、

同じ条例の中で、別表に支援学校と夜間中学の

改正する箇所が２か所あるので、それは一つの

条例の一部改正で提案しています。 

清田委員長 逆に、議案を一つにする方が自然

であるという御見解ですか。（「はい。あくま

でも一つの条例ですので」と言う者あり） 

末宗委員 だから、俺は違うと言うに。例えば、

夜間中学の方は賛成なり反対する。支援学校の

方はその逆の結果が委員会で出たら、おたくた

ちはこの議案がおかしくなるじゃない。この二

つを全く一緒に出しちょるんじゃから。物の考

え方が当たり前の話でいかんのに。 

玉田委員 末宗委員が言うのは、県立別府やま

なみ支援学校は反対で県立学びヶ丘中学校が賛

成だった場合、委員の賛否が困るじゃないかと

いう趣旨ですよね。（「そうそう、そういうこ

とも起こるしね。違う案件じゃから」と言う者

あり）その場合、一方が反対であれば、この議

案には反対という扱いになるんですよね。一方

は賛成だけれど一方が反対ということは、この

議案は反対の扱いになる整理でいいんですか。 

清田委員長 まとめていいですか。深藏教育財

務課長、もう一度聞きます。私の質問と平行線

が続いていますが、今回はこうあげてしまった

けれども、今、正に、県立学びヶ丘中学校はい

いけれど、県立別府やまなみ支援学校には納得

がいかないから反対になると、議案が一つなの

で、我々も非常に審議しづらい。そういう意味

で、上程する側――執行部の常識やルールとし

て、条例の一部改正の部分では共通だから１本

にしてあげたとおっしゃっている。実際は二つ

の全く異なる学校の条例、条例は一つですけれ

ど。条例は一つだけれども、議案を二つに分け

ることは別に不自然なことではありませんかと

私はさきほどから伺っています。それについて、

御回答をお願いします。 

深藏教育財務課長 さきほど清田委員長がおっ

しゃったように、例えば、県立別府やまなみ支

援学校は賛成で県立学びヶ丘中学校が反対のと

きはどうするのかということですが、確かにそ

ういったこともあり得ようかと思います。今回

は１本で条例改正をあげていますけれども、本

来そこは分けて上程することも必要だったかと

思います。 

清田委員長 今後はそういう部分に少し御配慮

いただき、審議がより明確になることも考えて

いただけたらと思います。よろしくお願いしま

す。 

 末宗委員、よろしいですか。 

末宗委員 はい、いいです。 

清田委員長 今後、気を付けていただくという

ことで。 

吉村委員 今話題になった件に若干係るかもし

れないですが、南石垣支援学校の移転と名称変

更について、会派への議案説明の際に、私の会

派の原田議員からもありましたが、現在の南石

垣支援学校に通っている生徒の中で、路線バス

を利用している生徒がいます。今回、別府羽室

台高等学校跡地に移転した場合、生徒が通学す

る時間帯にちょうど合ったバスがないというこ

とで、バスの時間について、地元や教育委員会

も、民間のバス会社に配慮を求めたという話を

聞いています。しかし、民間なので、採算が合

わないということで、断念している状況があり

ます。 

 私は中津市なので中津市の支援学校を考えた

ときに、スクールバスで通学するのが普通だと

思っていました。または、保護者が同伴してと

いうことですが、路線バスも含めて、公共交通

機関を利用している生徒が県内には何十名かい

るという話も聞きました。もちろん、社会的自

立を目指すことで言えば、求められているもの

として、スクールバス以上に路線バスや公共交
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通機関を利用していくのが本来の姿と思います。 

 そういう中で、今回、これができないことを

考えたときに、今後、教育委員会として、こう

いう事例をどう考えていくのか。自立を目指す

生徒に対して、保護者負担の軽減も含めて、公

共交通機関を利用していくことについてどう考

えるのか、伺いたいと思います。 

坂本特別支援教育課長 特別支援学校の通学に

関しては、自力通学、そして保護者の送迎を基

本にしており、それでも難しい場合に、県がス

クールバスを配備して通学の支援をするという

考え方があります。 

 吉村委員がおっしゃるとおり、自立と社会参

加を目指す上では、県としても路線バスを使い

学校に通うことを勧めていますが、地域によっ

ては公共交通機関の便がない地域もあるので、

そういったことも踏まえて、スクールバスのル

ートなどを工夫しながら、通学の部分で生徒が

困らないように、こちらも状況を把握し支援を

しています。 

吉村委員 言われたことも分かりますが、今ま

で路線バスに乗れていた生徒が乗れなくなって

しまうことをどう考えていくのか。今までも、

何とか路線バスで時間どおりに学校に通える努

力をしていただいたと思いますが、引き続き、

自立を目指す生徒といったときに、スクールバ

ス以上に路線バスや公共交通機関が必要という

考え方、その立ち位置で是非努力していただき

たい。 

坂本特別支援教育課長 その辺の状況について、

毎年学校から通学の方法や困りを聞いて、路線

バスの便数が減ったなどの状況があればスクー

ルバスのルートを少し変更するといった、学校

と一緒になって、相談しながら支援をしていき

たいと思います。 

 あわせて、公共交通機関にももう少し、南石

垣支援学校も私もバス会社に何回か依頼したこ

とがあります。そういった働きかけも含めて、

今後困らないようにしていきたいと思っていま

す。 

吉村委員 引き続き、こういう事例がほかにも

出てくる可能性があるので、生徒の公共交通機

関の利用、スクールバス、ひいては保護者の同

伴や同乗という形もあるかと思いますけれど、

公共交通機関への働きかけも是非お願いします。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

猿渡委員外議員 今の関連になりますが、新た

な大分県立別府やまなみ支援学校に移ったとき

に、自立通学が可能という話でしたが、以前に

も通学路の安全が気になって要望したことがあ

ります。 

 大分県立別府羽室台高等学校のとき、自転車

やバスから降りて徒歩で学校まで行く道が狭く

て非常に危ない、はらはらする状況がありまし

た。その点が改善されているのか、何らかの配

慮がされているのか。障がいを持っている生徒

なので、より気になります。その点が１点。 

 それと、南石垣支援学校の跡地活用について、

今年６月の常任委員会において委員外議員とし

て聞くと、別府市に活用のめどがないか協議し

ているという話だったので、別府市に聞きまし

た。すると、県に資料を求めているが、資料が

まだ来ていないので検討する材料がないという

話でした。 

 大分県立別府羽室台高校は８年間ほど活用の

めどが立っていなかった、多分決まっていなか

ったと思います。要望がないので云々というこ

とを前回おっしゃったけれども、県としてどう

活用していくかをもっと時間をかけて、地域の

皆様にはいろいろ要望があるのでその要望もし

っかり聞いて、知事は県民との対話を重視して

いるので、やはり地域の要望を聞きながら、県

としてもっとしっかり時間をかけて検討すべき

ではないかと思います。土地も建物も県が所有

していることも確認したいと思いますけれど、

今後の南石垣支援学校の跡地活用について、時

間をかけて是非検討いただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

坂本特別支援教育課長 南石垣支援学校の通学

の安全確保について、お答えします。 

 バスを使う生徒は、バス停から１．２キロメ
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ートルぐらいの距離を歩いて来るようになりま

す。猿渡議員のおっしゃるとおり、途中一部少

し危ない点はあるかと思いますが、通学の安全

も含めて、生徒の状況にもよるので、学校と連

携し通学の安全確保をしたいと思います。 

 そして、自転車のルートについても生徒一人

一人によって違うので、そこを把握しながら安

全確保に努めていきたいと思います。 

深藏教育財務課長 南石垣支援学校の跡地活用

について、御質疑をいただきました。 

 前回、御説明しましたけれども、現時点では

っきりしていることは、県庁内で跡地の活用に

ついて照会をしました。半年以上かけて照会を

しましたけれど、結局、各部局から活用したい

という要望はなかったので、今のところ県で活

用する予定はなく、次の段階として、別府市に

活用策を検討していただいているところです。 

 鑑定評価がまとまり次第、別府市にはその情

報を提供したいと思いますけれども、現時点で、

活用について別府市から否定的な意見は寄せら

れていないので、その検討結果を待ってからこ

ちらも考えたいと思います。 

猿渡委員外議員 通学について、大分県立別府

羽室台高等学校のときには、鉄輪線を自転車で

通う生徒が非常に危ない、はらはらしました。

今後もそういう可能性があると思います。です

から、その点も含めて、県と関係機関で協議い

ただきたい。 

 南石垣支援学校跡地活用については、重なり

ますが、今のところ県では希望がなかったとい

うことですけれども、それは地元の要望を聞い

ていなかったからだと思います。幅広い皆様が

移転することを知り、いろいろな要望がこれか

ら沢山出てくると思います。私も聞きたいと思

っているので、県ではもう検討しないではなく

て、県として是非しっかりと検討していただき

たいと思います。要望です。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので質疑は

これで終わりますが、まだ、合い議の結果が届

いていないので、本案の採決は保留し、後ほど、

合い議の結果が届いた後に行います。 

 次に、第８６号議案工事請負契約の締結につ

いて、執行部の説明を求めます。 

深藏教育財務課長 資料５ページをお願いしま

す。 

 第８６号議案工事請負契約の締結について、

御説明します。 

 大分市東部の児童生徒数の増加により教室数

が不足しているため、大分県立大分支援学校高

等部特別教室棟を新築するものです。 

 工事予定価格が条例で定める５億円以上のた

め、本工事の契約締結にあたり、本議会に議案

を提出するものです。 

 ２工事場所は大分市大字志村で、資料下側中

ほどの大分支援学校配置図のとおり、大分支援

学校の隣接地です。 

 ３工事の概要は木造２階建、一部鉄筋コンク

リート造で、延床面積は１，９２２．３１平方

メートルです。 

 ４契約の方法は一般競争入札（要件設定型・

総合評価落札方式）、応札者は１者となってい

ます。これは、事前の技術関係書類の提出は２

者からあったものの、最終的に入札したのは１

者となったものです。 

 ５契約金額は７億１，３６８万円です。 

 ６工期は令和９年１月４日までであり、７契

約の相手方は大分市の後藤建設株式会社です。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

末宗委員 この件、施設整備課長が事前に説明

に来たから僕も聞いたんだけれど、これは例外

中の例外でこういう入札をしているんよね。ど

うしてかねと聞いたら、工期の関係で止まって

いたからそういう入札方式を取ったと言うんだ

けれど、そこあたり、教育委員会はどう考えて

いるのかね。初めてしたんよ、こういう変わっ

た入札をね。 

深藏教育財務課長 入札を実施したのは大分土

木事務所ですが、要件設定型・総合評価落札方

式で行っているので、特に変わった方式とは伺

っていません。 
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末宗委員 施設整備課長が来て、例外中の例外

で入札したと言うんよ。今後一切こういうこと

はしないと。それを例外でも何でもない、当た

り前の入札と今言ったんよね。 

清田委員長 何がどう例外だったんでしょうか。 

末宗委員 これはね、どう言えばいいんかね。

俺も詳しくはよく知らないんだけれど。総合評

価落札方式だけれど、ＪＶ型で５億円以上は常

に大分県のあれだから、広く県下全部で入札す

るように決めているわけだ。土木建築部でそう

いう様式で決めているわけよ。それを今、簡単

に無視して、当たり前の入札という言い方をし

たからね。それで、施設整備課長がちょうど来

て言うから、例外中の例外で、今後一切しませ

んとそういう言い方を。こっちは聞きもせんけ

れど、そんなふうに言ったんだけどね。何を考

えているのかね。そういうのを知らんで言いよ

んのかね。こんな入札をしたのは、大分県で初

めてよ。 

清田委員長 我々は土木建築部の説明を聞いて

いないので、何とも言えないところではありま

すが。（「土木建築部から呼ばいいわ」と言う

者あり） 

深藏教育財務課長 私どもは施設整備課からそ

のような内容を伺っていないので、そこを確認

したいと思います。（「確認って、ほんなら、

議決ができんじゃないか。呼んでこい、ちょっ

ともう。そんな言い方をするなら」と言う者あ

り） 

清田委員長 少し順番を入れ替えていいですか。

これは保留して、先にすべきことをまずやって、

後でどうするかはまたしましょう。（「異議な

し」と言う者あり）では、第８６号議案は再度

します。 

 第８６号議案を除いて、付託議案の審査は以

上です。 

 次に、合い議案件があるので、そちらの審査

を行います。総務企画委員会から合い議のあっ

た第７５号議案職員の育児休業等に関する条例

等の一部改正について、執行部の説明を求めま

す。 

神屋教育人事課長 第７５号議案職員の育児休

業等に関する条例等の一部改正について、御説

明します。 

 資料６ページを御覧ください。 

 最初に、１改正理由について、地方公務員の

育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育

児を行う職員の仕事と家庭生活をより一層両立

しやすくするために、部分休業及び子育て部分

休暇制度の拡充を行うものです。 

 現行制度の概要について、対象は部分休業が

小学校就学前の子、子育て部分休暇が小学校１

年から３年の子を養育する職員となっています。

取得時間は、いずれも１日２時間を超えない範

囲内において３０分単位で勤務時間の始めまた

は終わりに取得することが可能とされており、

保育園の送迎等に活用されています。なお、給

与の取扱いは、いずれも無給となっています。 

 続いて、２改正内容について、まず①取得の

始期・終期の制限撤廃のとおり、改正後は勤務

時間の始めまたは終わりに限らず、勤務時間の

途中においても取得できるように制限を撤廃し

ます。これはテレワークの普及等により、勤務

時間の途中にこどもの世話を行うニーズが生じ

ている状況を踏まえたものです。 

 次に、②取得パターンの追加のとおり、新た

な取得パターンを追加して、１日２時間を超え

て取得することも可能とし、その場合の上限を

年１０日以内とします。これは、保育園の行事

に半日や１日参加する場合などを想定したもの

です。 

 なお、③年度内変更の制限のとおり、これら

二つの取得パターンを年度途中に変更すること

は原則できないこととしています。ただし、例

えば、配偶者が入院し自らがこどもの世話をせ

ざるを得なくなった場合などに限り認めること

としています。 

 最後に、３施行期日について、地方公務員の

育児休業等に関する法律の一部改正と同一の令

和７年１０月１日としています。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

岡野副委員長 この条例等の一部改正はもちろ
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ん賛成ですが、③年度内変更の制限について、

施行は１０月１日ですけれど、実際できるのは

来年４月からですか。 

神屋教育人事課長 申し訳ありません。③年度

内変更の制限のところに４月１日からと書いて

いますが、令和７年１０月１日から可能です。

（「事実確認でした」と言う者あり） 

玉田委員 私もこれ自体はいいですが、フルタ

イムの臨時的任用職員の場合にも適用されます

か。 

神屋教育人事課長 臨席的任用職員についても

適用されます。今でも部分休業と子育て部分休

暇は対象になっています。（「分かりました」

と言う者あり） 

吉村委員 私も反対ではないけれど、部分休業

は以前だったら最初と最後ですね。それが途中

でも取れるようになった。このイメージがどう

も付きません。どういう形で教職員は取れます

か。その例を一つ教えてください。 

神屋教育人事課長 いわゆるテレワーク――在

宅勤務の普及があり、例えば、在宅勤務中にこ

どもが熱を出して保育所に迎えに行かないとい

けなくなったときに、年休を使って迎えに行か

ないといけない状況があり、そういうときに部

分休業を使えるのが一番に想定されています。

確かに数は少ないですが、今でも在宅勤務をし

ている教員もおり、そういう方が利用できます。 

吉村委員 在宅勤務をしている教員がいること

を初めて知りましたが、どういう勤務の仕方を

しているのかは分からないけれども、教員とい

うか職員ですか。職員か事務職員になるのかも

しれないけれども、もしそれが分かれば教えて

いただきたい。 

 いわゆる県職員としての条例改正は非常に有

り難いけれども、こういう条例改正はほかにも

あったと思いますが、どうしても学校現場には

なじまないというか取りにくい。そういう意味

では、どういう形なら取れるのかを自分も研究

したいと思うけれど、神屋教育人事課長も是非

よろしくお願いします。 

神屋教育人事課長 ありがとうございます。 

 県立高校で数を確認しましたが、４月から８

月までの５か月間で１０人ほど教員が在宅勤務

をしています。ただ、１日全部取っているかと

いうと、多分時間単位で取っている感じですが、

実態としてはそういうところがあります。 

 事務職員は１５人ほど取っているので、事務

職員の方が多いという状況にあります。引き続

き、活用できる方法を検討したいと思います。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ますか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 本案のうち本委員会関係部分は、原案のとお

り可決すべきものと、総務企画委員会に回答す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと総務企画委員会に回答することに

決定しました。 

 以上で、合い議案件の審査を終わります。 

 次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。 

 まず、①及び②の報告をお願いします。 

鈴木教育改革・企画課長 資料８ページを御覧

ください。大分県長期総合計画の実施状況につ

いて（令和６年度実績）です。 

 これは、大分県行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例に基づき、施策ごとの評価結

果を報告するものです。詳細は議案書別冊の大

分県長期総合計画の実施状況についてのとおり

ですが、本日はその概要について、委員会資料

で説明します。 

 なお、令和６年度は前計画安心・活力・発展

プラン２０１５の最終年度であるとともに、現

行計画安心・元気・未来創造ビジョン２０２４

の初年度であるため、二つの計画の実施状況を

報告します。 

 まず、安心・活力・発展プラン２０１５です。 

 ５９施策について、指標による評価に加え、
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指標以外の観点からの評価により、ＡからＤの

４段階で総合的に評価した結果を記載していま

す。 

 施策の進捗が順調のＡ評価及び概ね順調のＢ

評価の合計は、赤枠囲いにあるとおり５４施策、

全体の９１．５％となっており、各分野で着実

に成果があがっています。 

 計画期間における主な成果として、健康寿命

が着実に延伸したほか、企業誘致件数が計画期

間中２．５倍に増加しています。 

 次に、Ｃ評価となった取組強化が必要な施策

です。 

 一つ目が、移住・定住のための環境整備とＵ

ＩＪターンの促進です。移住促進策による移住

者数は順調に増加していますが、目標値まで到

達できていません。このため、就業支援の強化

等により、今後も若年層を主なターゲットとし

て移住を促進します。 

 二つ目が、戦略的広報の推進です。安心・元

気・未来創造ビジョン２０２４では選ばれるお

おいたの実現を基本目標として、それぞれの分

野の施策を推進することで、若者、企業や観光

客など多様な主体に選ばれるおおいたを目指し

ていきます。 

 続いて、９ページを御覧ください。安心・元

気・未来創造ビジョン２０２４です。 

 施策の進捗が順調のＡ評価及び概ね順調のＢ

評価の合計は、赤枠囲いにあるとおり５５施策、

全体の９６．５％となっています。 

 計画期間における主な成果について、一つ目

が、「人的被害ゼロ」に向けた地域防災力の強

化です。自主防災組織避難訓練等実施率が着実

に向上し、地域防災力の強化につながったとこ

ろですが、目標の９０％には到達していないの

で、引き続き自主防災組織避難訓練等実施率の

増加を図るとともに、地域の防災力を高めてい

きます。 

 二つ目が、住んでよし、訪れてよしの持続可

能な観光地域づくりです。宿泊者数、観光消費

額ともに過去最高を達成しましたが、大阪・関

西万博を契機としたインバウンドの取り込みが

課題であり、引き続き、本県ならではの地域資

源をいかした持続可能な観光地域づくりを推進

します。 

 次に、Ｃ評価のやや遅れているとなった取組

強化が必要な施策です。 

 一つ目が、こどもまんなかまちづくりの推進

です。県営住宅の子育て世帯向け住宅整備戸数

の改修及び通学路合同点検の要対策箇所対策率

が目標未達成となりました。今後は、施工時期

の平準化や早期発注に努めるとともに、工事の

進捗管理等を徹底することで、計画的な整備を

進めます。 

 二つ目が、高齢者が安心して暮らせる地域包

括ケアの充実です。ふくふく認証には高い基準

を設定しているため、認証取得に想定以上の時

間を要し、目標未達成となりました。今後は、

各法人の課題解消に向けた個別対応セミナー等

を実施するなど、早期認証取得に向けて県も伴

走支援していきます。 

 続いて、１０ページを御覧ください。 

 １０ページから１２ページにかけて、政策評

価／施策評価一覧表をⅠ安心、Ⅱ元気、Ⅲ未来

創造の分野別に載せています。 

 この中で、教育委員会では、所管する七つの

施策について、目標達成に向けた取組を進めて

いるところです。それぞれの施策で設定した目

標指標の令和６年度における達成状況は、達成

が１０指標、概ね達成が６指標、達成不十分が

１指標となっています。このうち、達成状況が

良好であった指標、不十分であった指標につい

て、主なものを説明しますので、１３ページを

お開きください。 

 ２目標指標ⅰの児童生徒の学力（全国平均正

答率との比）の達成度は小学校９９．０％、中

学校９７．０％となっています。 

 ３指標の平均評価と要因について、新大分ス

タンダードに基づいた授業改善を進めており、

主体的な学習や協働的な学習を意識した問題解

決的な展開を位置付けた単元づくりに取り組む

ことにより、目標値を概ね達成しました。 

 今後も、学力調査で明らかになった児童生徒

の実態や課題等を市町村教育委員会等と共有し、

組織的な授業改善を進めるとともに、リアルな
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学びを支えるＩＣＴの効果的な活用により、個

別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実も

図っていきます。 

 １４ページをお開きください。 

 ２目標指標ⅱの高等学校卒業段階でＣＥＦＲ

（セファール）のＡ２レベル（英検準２級程度）

相当以上を達成した高校生の割合の達成度は、

９５．２％となっています。 

 ３指標の平均評価と要因について、学校現場

における国内外教育機関等との交流を実現する

グローバル活動サポートシステムやＡＬＴとの

オンライン・スピーキング・レッスンなどの取

組により、児童生徒がグローバルな環境で英語

を使って活動する機会が増加し、目標値を概ね

達成しました。 

 今後も、国内外トップレベルの大学との連携、

国際留学生との交流等により、世界とつながり、

世界に挑戦する意欲を喚起する取組を推進して

いきます。 

 最後に、１５ページをお開きください。 

 ２目標指標ⅱの授業でＩＣＴ機器をほぼ毎日

使用している小・中学校の児童生徒の割合の達

成度は、８１．８％となっています。 

 ３指標の平均評価と要因について、各市町村

教育委員会でのＩＣＴ機器の活用に係る取組や

支援内容に大きな差があり、目標値に届きませ

んでした。 

 今後も、遠隔を活用した専門家によるプログ

ラミング教育の小学校段階への展開やＡＩアプ

リを利用した授業の実施など、児童生徒がＩＣ

Ｔ機器に触れる機会の充実に努めていきます。 

 次に、②教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価について、説明します。な

お、概要資料に加えて、報告書も別冊で配布し

ているので申し添えます。 

 資料１６ページを御覧ください。 

 教育委員会は、毎年、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律に基づき、事務の実施状況

を点検・評価した上で、議会に報告書を提出し、

公表することとしています。 

 この法律の規定を踏まえて、教育委員会では、

毎年、さきほど実施状況を説明した大分県長期

総合計画の部門計画である大分県長期教育計画

の目標指標を用いながら、前年度の事務の実施

状況について、点検・評価を実施することとし

ています。 

 そのため、今回、有識者会議で御意見もいた

だきながら、令和６年度の事務について、昨年

度までを計画期間としていた教育県大分創造プ

ラン２０１６の達成状況を点検・評価しました。 

 ３目標指標の達成状況について、右の表を御

覧ください。達成率の評価基準について、目標

値に対する実績が９０％以上で達成または概ね

達成、９０％未満を不十分または著しく不十分

と整理しています。 

 左側円グラフの下の表を御覧いただくと、不

十分または著しく不十分の指標が昨年度は合計

で１５だったのに対し、今年度は合計で１３に

減少し、達成が全体で４６．４％、概ね達成が

３０．４％となっています。 

 全５６指標の達成状況については報告書本体

にまとめていますが、資料１６ページの一番下

に達成率が高い指標の例を示しています。中で

も一番上の知的障がい特別支援学校高等部生徒

の一般就労率（学校教育）は、昨年度、達成率

７２．４％で著しく不十分だった指標でした。

しかし、令和４年度に開校した大分県立さくら

の杜高等支援学校の初めての卒業生が今年３月

に卒業して、卒業生３１人中２９人が一般就労

となり、指標の大幅な達成につながりました。 

 次に、１７ページを御覧ください。 

 達成率が著しく不十分（達成率８０％未満）

または不十分（達成率８０％以上９０％未満）

となった指標について、課題等をまとめており、

そのうち３点について御紹介します。 

 左側の指標名、１か月に１冊も本を読まない

児童生徒の割合を御覧ください。この指標です

が、実績値が低くなればなるほど良い指標、す

なわち実績値が目標値を下回ることを目指して

いましたが、全学校段階で実績値は目標値を上

回る結果となりました。 

 分析課題の二つ目のマルに記載のとおり、い

わゆる不読率は全国的にも低迷が続いており、

国の調査でも、スマートフォン等の影響や保護
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者自身の読書への関心低下などが指摘されてい

ます。 

 こうした状況を踏まえ、今年度から開始した

新たな教育県大分創造プラン２０２５では、目

標指標を読書が好きな児童生徒の割合に変更し、

読書好きを増やす取組の充実に努めることとし

ています。今後とも、読み聞かせイベントや児

童生徒の多様な居場所への図書の貸出しなどを

通じて、新たな指標の達成に向け、取組を充実

していきます。 

 続いて、１９ページを御覧ください。 

 左側の指標名、長期不登校児童生徒（９０日

以上）のうち、学校内外の機関等による専門的

な相談・指導を受けた児童生徒の割合（小学校、

中学校）です。小中学校ともに目標値を１００

％としていましたが、昨年度同様、目標には及

びませんでした。 

 不登校児童生徒の増加の背景としては、分析

課題の一つ目のマルにあるように、教育機会確

保法制定を契機とした保護者の意識の変化やコ

ロナ禍を経た登校意欲の低下等が考えられます。 

 また、不登校の長期化の要因の一つとして、

スクールカウンセラーや教育支援センターとい

った専門家・専門機関による相談・指導を受け

られておらず、結果として、登校のきっかけを

作ることができていないこともあると捉えてい

ます。 

 そのため、不登校の長期化を防ぐためにも、

教育県大分創造プラン２０２５では、この目標

指標の対象を学校内外の機関等による専門的な

相談・指導を受けた不登校児童生徒（３０日以

上）の割合に拡大したところです。 

 今年度から、校内教育支援ルームの小学校へ

の設置拡大、市町村によるフリースクール利用

者補助への助成やＩＣＴを活用した居場所づく

りなど様々な取組に着手しており、引き続き取

組を強化していきます。 

 最後に、２０ページを御覧ください。 

 左側の指標名、文化財の保存・活用に関する

市町村の地域計画の策定数について、目標値を

１８件、すなわち１８市町村全てにおける地域

計画策定を目標としていましたが、実績は１０

件に留まりました。 

 通常、市町村の地域計画の作成から認定には

３年から４年を要しますが、分析課題の一つ目

のマルのとおり、コロナ禍で必要な調査等が制

限されたこともあり、事業着手が遅れたことが

原因と捉えています。 

 教育県大分創造プラン２０２５では今後１０

年を見据え、市町村の地域計画が実際に文化庁

に認定される件数を目標としていますが、昨年

度から構築した計画策定が未着手の市町に対す

るフォロー体制の充実強化などを通じて、文化

財の計画的な保存・活用に努めていきます。 

 資料の説明は以上ですが、教育委員会として

は今回の点検・評価の結果も踏まえながら、今

年度からスタートした教育県大分創造プラン２

０２５の基、必要な教育施策にしっかりと取り

組んでいきます。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

麻生委員 １９ページに関連して、特別支援学

校の現場の教員は、本当に苦労されていると思

います。保護者との信頼関係及び生徒との関係

構築は、本当に重要なことと思います。 

 そういった中で、校内教育支援ルームの相談

支援がとても大事になってくると思うのですが、

我々に寄せられる内容の中で多い虐待事案など、

それが事実かどうか分かりませんけれども、大

分市の子ども家庭支援センターを通じて、そう

いう声があがっていることを教育委員会として

どの程度把握しているのか。 

 また、刑事告訴も辞さないという案件で、ス

クールロイヤーの活用実態がどのように認識さ

れているのか伺います。 

松村学校安全・安心支援課長 １点目の虐待事

案について、スクールカウンセラーの相談件数

は、昨年度５３件です。その中で、問題が解決

したと回答しているカウンセラーがうち１４件。

あわせて、学校にいるスクールソーシャルワー

カーには、児童生徒の虐待事案３４８件の相談

があります。その中で、問題が解決した、好転

中と答えた事案は１１９件です。これが一つ目
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です。 

 二つ目のスクールロイヤーに関する相談につ

いて、昨年度、スクールロイヤーの法的相談に

関しては全部で３１校、６０件の相談を受けて

います。なお、学校の法律相談は年々増加して

いる状況です。 

麻生委員 かなり増えているというか、まだ解

決していない案件がある。我々にもそういった

連絡が来ているので、個別案件についてはまた

御相談しますが、全体的に現場の教員が個別対

応ではなくチームで対応する。また、特別支援

学校の児童生徒、主治医、作業療法士など専門

のいろいろな方のチーム同士で信頼関係をどう

やって構築し改善策を考えるのか。当然、そう

いった改善策の中には、生徒が転校する、ある

いは教員を配置転換するなどいろいろなことを

やらざるを得ないことも起こってくるかと思い

ます。現実の限られた人員の中でやっていくの

は非常に難しい案件だと思うので、そういった

流れの中でどのように解決していくか。例えば、

福祉現場ではハインリッヒの法則を取り入れて、

１対２９対３００のヒヤリハットの３００を一

つ一つ潰しておけば、大きな事故にはつながら

ないということで実践している福祉施設なども

沢山あります。学校現場はそういった部分が抜

け落ちているのではないかを指摘したいと思う

ので、是非研究して、具体的にハインリッヒの

法則やバードの法則なども含めて、どのように

改善策をチーム力として上げていくかを研究し

実践してほしいと思います。そのことを要望し

ます。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

猿渡委員外議員 先日、議会の広報委員会でユ

ースモニターの方と意見交換する場があり、聴

覚に障がいがある大学生から御意見をいただき

ました。機器などを使ったり、口の動きを見た

りして、普通に会話ができます。 

 大学に通っているけれど、大学に入ったとき

に合理的配慮が不十分だと感じた。事務の方と

いろいろ話をするけれど、なかなか分かってい

ただけずスムーズにいかなかった。高校などで

もあるかと思います。いろいろな障がいを持っ

た生徒が高校に通うなども増えていると思いま

すが、障がいを持ったこどもの高等教育の機会

を保障する環境を是非整えてもらいたい。障が

い者の大学進学率は非常に低い。また、生涯学

習の場ももっとつくってほしいという御意見も

いただきました。 

 大事な御意見だと思うので、障がい者の専門

機関と連携して、そういう生徒が入ってくる場

合に、事前にいろいろな意見を聞き、情報交換

しながら体制を整えるシステムが教育現場に必

要ではないかと思うので、今後に向けて、その

点を是非変えていただければと思いますが、い

かがでしょうか。 

小野高校教育課長 高校入試においても配慮を

要する生徒ということで、配慮申請が年々増え

ている状況です。入口のところ――入試の段階

で保障することでありますが、猿渡議員のおっ

しゃるように、入ってからの３年間を保障して

いかなければならないです。 

 今、特別支援教育の支援員を普通の学校に配

置しており、体制を整えているところですが、

これからまたさらにそういう生徒も増えてくる

ことも予想されるので、拡充も含めてしっかり

と体制を整えていきたいと考えています。（「

よろしくお願いします」と言う者あり） 

坂本特別支援教育課長 合理的配慮について、

学校現場のみならず企業にも義務化され、社会

全体としての理解など、そういった人にしっか

りと提供できる社会をつくっていくことが必要

と思います。当課としても、学校現場だけでは

なく社会の中で御理解いただけるように、いろ

いろな機会を通じて周知もしていますし、これ

からもしていこうと思っていますので、一言申

しました。よろしくお願いします。 

清田委員長 猿渡議員、一言申し上げますけれ

ど、議案をまだ積み残しており時間が非常に押

しているので（「すみません」と言う者あり）、

少し御配慮いただければ助かります。すみませ

ん。 
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 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に、

③の報告をお願いします。 

小野義務教育課長 令和７年度全国学力・学習

状況調査の結果について、御報告します。 

 資料２２ページをお開きください。 

 調査及び結果の概要です。２結果の概要（教

科別平均正答率）を御覧ください。小学校は、

全教科で全国平均正答率を上回りました。中学

校の国語及び数学は、全国平均正答率を下回っ

ています。また、中学校の理科は、ＣＢＴ方式

による調査となっており、全国平均ＩＲＴスコ

アをやや下回っています。 

 資料２３ページを御覧ください。ＩＲＴにつ

いて説明します。 

 １ＩＲＴとは、異なる問題から構成される試

験・調査の結果を同じ物差しで比較するテスト

理論です。 

 ２ＩＲＴに基づく調査のイメージについて、

左側のイラストを御覧ください。Ａさんは７問

中５問正解しています。それに対して、Ｂさん

は７問中４問正解しています。正答率はＡさん

の方が高いことになります。しかし、Ａさんと

Ｂさんとでは問題の難易度が違います。Ａさん

は０．３の問題を間違っていますが、Ｂさんは

０．３の問題を２問解けています。したがって、

Ｂさんの方が学力は高いと判定できます。ＩＲ

Ｔとは、このような算出方法を行っているテス

トです。また、このような調査なので、国語や

数学と同じような平均正答率で表すことはでき

ません。 

 ４ＩＲＴスコアとはを御覧ください。各学校

及びそれぞれの自治体の結果は、５００を基準

としたＩＲＴスコアで示されます。全国の平均

ＩＲＴスコアは今回５０３です。それに対して、

本県の平均ＩＲＴスコアは５０１でした。この

２の差は、平均正答率の２ポイントとは意味が

違います。かなりの僅差と言えるので、中学校

の理科は全国平均並みと捉えています。 

 資料２４ページを御覧ください。 

 各教科における本県と全国の平均正答率との

差の推移を示しています。小学校では平成２９

年より全国平均以上を維持していますが、中学

校では数学と英語が特に課題になっています。 

 資料２５ページを御覧ください。 

 正答率を五つの区分に分けた資料になります。

中学校の数学を御覧ください。白が全国で、色

付きが本県です。今回の数学の問題の難易度が

非常に高かったと言えます。したがって、本県

も全国も左側にボリュームゾーンがあります。

数学においては、左から１番目、２番目、つま

り低学力の生徒に配慮した授業に改善していく

ことが大切だと考えています。 

 資料２６ページを御覧ください。 

 児童生徒質問調査の結果です。国語、算数・

数学の勉強は好きか、授業の内容はよく分かる

かという質問に対し、ほとんどが全国平均より

高くなっていますが、中学校の数学は、全国平

均より０．１ポイント低い数値となっています。 

 資料２７ページを御覧ください。 

 ＩＣＴの活用についてです。上段は、前年度

までに児童生徒一人一人に配備されたＰＣ・タ

ブレットなどのＩＣＴ機器を授業で週３回以上

活用したか、下段は、前年度までに児童生徒一

人一人に配備されたＰＣ・タブレットなどのＩ

ＣＴ機器を授業で毎日活用したかの割合を示し

ています。年々、ＩＣＴ活用の割合は伸びてい

ます。 

 資料２８ページを御覧ください。 

 ＩＣＴの活用場面についてです。自分で調べ

る場面、自分の考えをまとめ、発表・表現する

場面、児童生徒同士がやり取りする場面におけ

る回答結果です。特に、中学校では全ての場面

で全国平均を超え、活用頻度は非常に高くなっ

ています。 

 資料３０ページを御覧ください。 

 一番下⑦の各教科などで学んだことを生かし

ながら、自分の考えをまとめる活動を行ってい

たと回答したこどもの割合が、小学校・中学校

ともに下がっています。児童生徒が、自分の考

えを書いたり伝えたりする場面が減少している

可能性があります。 

 資料３１ページを御覧ください。 
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 上段はキャリア教育関係についてです。⑧将

来の夢や目標を持っている、⑨人の役に立つ人

間になりたいと思うという項目は、小学校・中

学校ともに全国平均に近い数値となっています。 

 資料３２ページを御覧ください。 

 それぞれの調査項目から見えたことをまとめ

たものです。 

 まず、１記述問題に対する無回答率の上昇に

ついて、記述問題における無解答率が上昇して

います。その要因としては、授業中の書く活動

の減少などが考えられます。授業中に１人１台

端末の活用を進める中で、書く活動や友だちと

の対話など、リアルな学びを充実させるデジタ

ルの活用を研究していく必要があると考えてい

ます。 

 ２大規模中学校が抱える課題について、大規

模校ならではの生徒指導の難しさや煩雑さが課

題としてあげられます。 

 ３平均正答率が全国平均正答率よりも高い中

学校１５校と４県指定の中学校学力向上支援事

業実施校における学力調査の結果向上について、

平均正答率が高かった１５校の中学校の状況で

す。平均正答率が高い中学校の取組を好事例と

して、横展開していきたいと考えています。 

 資料３３ページを御覧ください。 

 今後、五つの取組を進めていきます。 

 一つ目は授業力向上アドバイザー等による経

験年数の浅い教員への指導支援、二つ目は学力

調査の結果を踏まえた授業改善の重点事項、三

つ目は小学校における授業改善、四つ目は中学

校における授業改善、五つ目は市町村教育委員

会等との連携です。特に課題の見られる中学校

の数学に関しては、採用１０年未満の教員等を

対象に学校へ直接巡回指導を行い、若手教員の

指導力の向上を図っています。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、次に、

④の報告をお願いします。 

深藏教育財務課長 公社等外郭団体の経営状況

について、御報告します。 

 資料３４ページを御覧ください。 

 こちらは、県出資法人の経営状況等報告概要

書の抜粋です。教育委員会が所管する団体は、

左下赤枠囲みの２団体です。 

 まず、公益財団法人大分県奨学会の経営状況

について、御報告します。 

 資料３５ページをお開きください。 

 左側の項目２を御覧ください。県は、資本金

等の総額２０億３，４１７万３千円の２３．４

％にあたる４億７，５９１万１千円を出資して

います。 

 項目３の事業内容について、高校生及び大学

生を対象に奨学金の貸与を実施しています。 

 項目４の６年度決算状況について、正味財産

増減計算書の下から２行目の正味財産期末残高

は３８億５，８７１万６千円であり、当期正味

財産増減額は１億２７９万４千円の減となって

います。これは市場環境の変化により保有債券

の時価が下落し、基本財産の評価額が減少した

ことによるものですが、経常収支については引

き続き黒字を確保しています。 

 項目５の問題点及び懸案事項について、経済

情勢などの影響で滞納者が増加し、返還率は約

７割となっており、将来の奨学金事業の財源確

保と法人経営の安定化のため、返還金の確実な

回収が課題となっています。 

 項目６の対策及び処理状況について、債権管

理に精通した人材の配置に加えて、令和５年度

から一部の未収金回収業務に外部委託を導入し、

更なる返還率の向上を図る取組を進めています。 

吉野体育保健課長 続いて、公益財団法人大分

県スポーツ協会の経営状況について、御報告し

ます。 

 同資料３５ページ右側の項目２を御覧くださ

い。県は、資本金等の総額１，３９５万８千円

の１４．３％にあたる２００万円を出資してい

ます。 

 項目３の事業内容について、本協会はスポー
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ツ振興、県民体力の向上とスポーツ精神の養成

を通じて、心身の健全な発展を図ることを目的

とし、１国民スポーツ大会等の各種スポーツ大

会及びスポーツに関する技能・体力・競技力の

向上に対する助成並びに指導者の資質向上等を

図る事業をはじめとした以下２から６の事業を

中心に実施しています。 

 項目４の６年度決算状況について、左側の正

味財産増減計算書を御覧ください。経常収益２

億６，３３１万８千円に対して、経常費用２億

６，４５０万３千円となっており、当期正味財

産増減額は９８万５千円のマイナスとなってい

ます。その要因としては、全国スポーツ少年団

剣道交流大会を本県で開催したことにより、通

常より支出が増加したことによるものです。 

 項目５の問題点及び懸案事項について、県か

らの負担金が経常収益の８割を超えていること

から、引き続き、安定的な自主財源の確保が必

要と考えています。 

 項目６の対策及び処理状況について、令和６

年度から新たな賛助会制度のもと、企業・個人

に対する賛助会員の拡大に努めています。また、

事業の遂行に組織的に取り組めるよう、県とし

ても指導・協力を行っています。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、次に、

⑤の報告をお願いします。 

神屋教育人事課長 教員採用試験に係る求償権

行使懈怠違法確認請求事件（住民訴訟）の控訴

審（福岡高裁）判決について、御報告します。 

 資料３６ページを御覧ください。 

 １当事者及び２事件の概要です。平成２０年

度教員採用選考において、採用取消処分が取り

消された中学校教諭に対して支払った損害賠償

金について、大分県が元教育審議監及び元副主

幹に対して求償権の行使を怠っているとして、

特定非営利活動法人おおいた市民オンブズマン

がその違法確認を求めた住民訴訟です。 

 ３主張の要旨です。控訴人は元教育審議監ら

の点数改ざん行為がなければ採用取消処分はな

く、県は元教育審議監らに求償権を有している

と主張していました。一方、県は最高裁判決に

基づき、国家賠償法上の違法とされた採用取消

処分に元教育審議監らは関与しておらず、採用

取消処分による損害との間に因果関係は認めら

れないことから、求償権を有していないと主張

したところです。 

 ４訴訟の経緯です。令和７年１月３１日の第

一審判決において県の主張が認められ、原告の

請求が棄却されたところです。原告は同年２月

１３日付けで福岡高裁に控訴しましたが、７月

２９日に控訴が棄却されました。なお、控訴人

は同年８月４日付けで上告しています。県とし

ては、上告理由を確認した上で対応していきた

いと考えています。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、次に、

⑥の報告をお願いします。 

角渕教育ＤＸ推進課長 資料３７ページをお開

きください。 

 開所から５か月経過した遠隔教育配信センタ

ーの取組状況について、御報告します。 

 まず、左側の遠隔授業の実施状況です。令和

７年４月から７月までの間、臼杵、佐伯鶴城、

日田、宇佐高等学校の４校において、数学と英

語の２教科で合計１４０回の授業を行いました。

生徒からは、遠隔でも質の高い授業が受けられ

ることに魅力を感じたという前向きな声や遠隔

だけでなく、対面で他校の生徒と授業を行う機

会があれば最高といった今後の展開に期待する

意見も寄せられています。 

 次に、右側の夏季特別授業についてです。令
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和７年８月４日から５日間、国公立大学や難関

大学を志望する高校２年生を対象に、英語と数

学の特別授業をライブ配信で行いました。県内

２３校から３１８名の生徒が参加し、アーカイ

ブ（録画された授業）でもう一度復習すること

で理解を深めたいや、学校とは違う視点の解説

で新たな発見があったといった好意的な感想が

確認できました。 

 続いて、資料にはありませんが、広報面での

取組です。知事も出席した東京都で開催された

Ｚｏｏｍ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ Ｄａｙなど

県外でのイベントにおいて、大分県の遠隔教育

をＰＲしました。また、文部科学省の教育委員

会月報をはじめ、県内の報道機関やインターネ

ットメディアでも多数取り上げられています。 

 さらに、令和７年８月までに、大分県議会議

員の皆様をはじめ２５団体１３０名以上の方に

センターを視察していただきました。本県の遠

隔教育システムは各方面から注目されており、

強い関心を示す自治体も出てきています。 

 今後、受信校や配信教科を拡大するにあたり、

これまでの成果も踏まえ、遠隔教育の一層の質

の向上に取り組んでいきます。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

吉村委員 本格的に始まって、遠隔教育には期

待する部分もありますが、今後の遠隔教育の在

り様というか、そういう意味では、地域の学校

を守っていくための遠隔教育も当然あると思い

ます。 

 ただ、資料では生徒の意見という成果の部分

ばかりが書かれているけれども、現実的には、

遠隔教育配信センター、受信校、教職員を含め

たいろいろな課題があがってきているのではな

いかと思います。来年度は８校増えるわけです

が、課題や課題解決に向けて、どのように考え

られているのか少しお聞かせください。 

角渕教育ＤＸ推進課長 教職員に対する大きな

課題は、２校合同で進めているので、カリキュ

ラムを合わせることが非常に大変という声を伺

っています。それについて、今年度実施してい

る４校の来年の３年生の展開に向けて、それか

ら来年度から始める８校の２年生の展開に向け

て、センターの職員が各学校に出向いて調整を

していきます。 

吉村委員 現在実施している学校の生徒の声と

いうことで成果も当然あり、やりがいを持って

いる教職員もいると思いますが、逆に不安な声

も出ていると思います。今後実施するところで

不安な声もあると聞いているので、現在実施し

ている４校の話を聞きながら、教育委員会とし

て、そんな声も解決するように是非取り組んで

いただけたらと思います。よろしくお願いしま

す。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。 

 ここで、第８６号議案の審査を再開しますけ

れど、再開に先立ち、審査の正確性を期すため

に施設整備課長をお呼びして、この議案に関す

る入札制度等の説明を求めたいと思いますが、

委員の皆様、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 それでは、施設整備課長をお呼び

することを決定したので、しばらくお待ちくだ

さい。 

 

  〔施設整備課長入室〕 

 

清田委員長 来られました。施設整備課長、すみ

ません。ありがとうございます。 

 第８６号議案において、末宗委員は、これは少

し特殊な入札であったという説明を施設整備課長

から受けたという認識を持っています。ただ、教

育委員会としてはその認識はなく、土木建築部の

通常の入札という認識で、少し審査が停滞してい

ます。我々は施設整備課の説明を受けていないの

で、それを皆さんで共有してから、審査を進めた

いと思います。そういう趣旨なので、よろしくお
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願いします。 

後藤施設整備課長 施設整備課長の後藤です。

よろしくお願いします。 

 清田委員長からお話があった県立大分支援学

校高等部特別教室棟の新築工事の入札について、

御説明します。 

 清田委員長から教育委員会は発注方式を認識

していないというお話だったかと思いますが、

それについては間違いありません。教育委員会

から県立大分支援学校高等部特別教室棟の新築

工事に係る委託を施設整備課が受けて、私ども

がどういう入札方式で発注するかを決定してい

ます。ですから、教育委員会からこういう発注

方式で行ってほしいという指示等は一切ありま

せん。発注方式については、施設整備課で決定

しています。 

 ５億円以上の工事なので、通常は特定ＪＶで

発注するものです。特定ＪＶの場合は、親とな

る企業と子の企業、親となる企業の要件として

はＰ点――客観点が９８０点以上の会社で全県

が対象です。今年度、親となれる対象の企業は、

県内で２１社です。その親となる企業と子とな

るＡ級のそれ以外の会社が企業共同体として工

事に参加するかどうかを協議の上、参加しよう

ということになれば、入札していただけます。 

 今回、私どもは特定ＪＶで出さず、任意ＪＶ

という形式を取りました。通常、５億円以上の

工事は特定ＪＶで出すことが原則となっていま

すが、建築一式工事、ＰＣや橋関係の工事につ

いては、過去の事例を参考に、個別協議という

注意書きがあり、過去に教育委員会以外の工事

で、任意ＪＶで発注した工事も実際にあります。 

 また、通常はまず特定ＪＶで出し、不調にな

った場合は要件を緩和して、任意ＪＶあるいは

単独でも参加可として再度出しますが、県立大

分支援学校高等部特別教室棟の場合、供用開始

時期が決定しており、令和７年第３回定例会で

承認をいただき速やかに工事を発注することが

必要となっていたので、施設整備課で特定ＪＶ

ではなくて任意ＪＶ、県立大分支援学校が大分

市大在にあり大分土木事務所管内なので、大分

土木事務所管内の会社の任意ＪＶで発注しまし

た。 

 特定ＪＶで不調になった場合、学校の供用開

始時期がずれることもあるので、生徒にスムー

ズに学校施設を利用していただきたいという思

いから選択したものです。 

 末宗委員御指摘の通常の発注形式ではないと

言うことは、確かにそうだと思います。ただし、

発注について与条件を勘案して、発注する施設

整備課で去年１年間の不調・不落の件数等を勘

案し、こういった文教施設は新築以外にも大規

模改造等の工事を出していますが、大分土木事

務所管内のＡ級の会社が大規模改造工事にも積

極的に手を挙げているので、大分土木事務所管

内に縛ることで、できれば落札してほしい。 

 建設会社の方とお話しする中で、ＪＶはＡと

Ｂといった全く違う法人が手を組み工事を行う

ものです。うまく手を組めればいいですが、手

を組める組めないは日頃の会社同士の付き合い、

それからそのときの技術者の余剰がどのくらい

あるかが大事になってくるので、必ずしも前回

組んだ会社同士が次も組めるものではない。施

設整備課としては、なるべく落札の確率が高い

任意ＪＶであればＪＶを組んでいただいても当

然構わないし、単独でいきたいところは単独で

応札することもできるので、そういった意味で、

落札の可能性を少しでも上げたい思いで、そう

いう発注形式を採用した次第です。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。私

はよく分かりました。 

 委員の皆様から質疑、御意見等はありません

か。 

末宗委員 僕は施設整備課長の説明を２回聞き、

前回もそのとおり説明していただいたけれど、

教育委員会はこの契約を当たり前だと言ったの

よ、この場で。一つも例外でも何でもない、当

たり前だと言ったからね。施設整備課に任せて

いるも何も言わんで、そう言ったから僕は聞い

たわけよ。 

 それで、僕が聞きたかったのは、これから先

なのよ、本当は。まず、その前段で止まったか

ら、そこまで行き着かなかったけれど。施設整

備課長が工期も少なくなって、それで例外で出
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したということで聞いている。資料を見たら、

工期が令和９年１月４日と書いているけれど、

そこらあたりを聞きたかったけれど、そこまで

行き着かなかったのよ。教育委員会の見解、こ

れで当たり前とさきほど言ったから、一片の曇

りもないというような言い方をしたから。ちょ

っと資料に書いておいてくれ。 

後藤施設整備課長 今の末宗委員の御指摘の件

ですが、教育委員会から、こういった施設を整

備、新築、あるいは大規模改造の工事をやって

ほしいということで、施設整備課は委託を受け

ます。その後、どういう発注方式を取るかは、

申し訳ないですが、教育委員会に一回一回諮る

ことを私どもはしていないので、教育委員会と

しては、委託を出した時点で、通常どおりの工

事が行われるという認識だと思います。 

 ＪＶなどはニュースなどで耳にするかもしれ

ませんが、教育委員会が工事の担当をしている

わけではないので、具体的に今回どういう発注

方式になるのかは多分イメージしていなかった

ので、そういう回答をしたと推測します。すみ

ません、口を挟みまして。よろしくお願いしま

す。（「分らんのに答えたんじゃから、一片の

曇りもないと」と言う者あり） 

清田委員長 施設整備課長のおっしゃったこと

を踏まえて、委託を出したとしても自分たちの

契約議案なので、発注方式はしっかりと把握し

ていた方がよいのではないかという末宗委員の

御指摘を踏まえて、教育財務課長に答弁を求め

ます。 

深藏教育財務課長 申し訳ありませんでした。 

 さきほどは、契約の内容、要件設定、それか

ら総合評価落札方式は通常のことと思っていま

したけれども、私どもは施設整備課とそういっ

た情報の共有をしていなかったので、今後、十

分に情報共有をした上で、事業を進めていきた

いと思います。 

末宗委員 そして、本題に入りたいんだ。僕は

施設整備課長から聞いているから、その件は分

かっているけれど、そういう違う答弁をされた

から聞いたんだ。今議会で契約しないと工期が

なかなか間に合わないという説明だったから、

完成が令和９年１月４日になっているわけや。

それが、どのくらいの制約があったんかを聞き

たかったのよ。そういう入札方式を取ったのに、

工期がないとも言ったから、令和９年１月４日

が教育委員会にとってどれだけの重みがあるの

かないかを聞きたかったのよ。 

深藏教育財務課長 工期の件について、新学期

に間に合わせるように、本校舎の使用を令和９

年４月から開始したいと考えています。そこか

ら逆算して、令和９年１月であれば、その後の

引っ越しなどの時間も余裕を持って取れるとい

うことで、工期をお願いしたところです。 

末宗委員 それはそうなんだろうけれど、令和

９年１月４日という期限を設けた根拠。令和９

年４月を基準じゃなくて。それなら、令和８年

８月にできるように説明を受けておったらどう

するき。施設整備課とそこあたりを打ち合わせ

てるやろうから、聞きよるわけや。 

深藏教育財務課長 さきほど申したように、令

和９年４月から本校舎の使用を開始したいとい

うことです。令和９年１月というのは、早くで

きてもそれはそれでいいですが、余り時間を空

けるとその分の管理に手が掛かるということで、

引っ越しなどに間に合う１か月、２か月ほど前

に工期を設定しています。 

末宗委員 施設整備課長と矛盾するわけだ。施

設整備課長は、工期が足りんからこういう入札

方式を取ったと言うわけだ。ずっと前やったら

かえって悪いという言い方をしたら、工期は十

分あるという言い方だ。山ほど余裕があるとい

う言い方をするわけよ。施設整備課長は、工期

がないからこういう入札方式を取ったと言う。

そこあたりは、一つも打合せができてないんだ

ね。 

後藤施設整備課長 実は、県立大分支援学校高

等部特別教室棟を新築するにあたって、この工

事だけでは完結しないほかの条件があります。

県立鶴崎高等学校野球部が、現在の県立大分支

援学校のグラウンドを野球部の部活として活用

しています。 

 今度、特別教室棟をグラウンド内に建てるこ

とになり、そこを利用できないので、県立鶴崎
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高等学校の近くの国宗グラウンドを活用できる

ようにするということです。当然、今までと違

う利用形態をするので、近隣住民にも住民説明

会をして意見を伺いながら、例えば、硬式野球

部ですから、硬球が家に飛んでくることも十分

考えられるので、このような高さのネットを整

備する。打球の想定からすると、このくらいの

高さであれば、近隣の住宅に御迷惑をかけるこ

とがありませんという説明会を何度か繰り返し

ながら、そちらの方のめどもやっと付いたとこ

ろもあります。 

 確かに、この校舎だけであれば、末宗委員御

指摘のように、もう少し余裕を持って前から動

けたこともあるかと思いますが、県立鶴崎高等

学校野球部が大分支援学校のグラウンドを偶然

活用しており、校舎を建てるにあたってはその

問題も解決しなければいけないということがあ

り、その辺の事情で工期的に結構厳しいとなっ

たのが現実です。 

 そういった面も含めて、少し特殊な発注案件

であったと理解しています。 

末宗委員 施設整備課長、よく分かりました。

施設整備課長が言うのはよく分かるけれど、教

育委員会はそれに色を付けている。何かかんか

言わんでいいことを言うから、矛盾したことを

言うから、聞かなできんことになるのよ。施設

整備課長が言うので、大体よく分かった。 

 だから、教育委員会、そこあたりを何かおか

しいと思わんかや。 

清田委員長 今後、よくよく連携を取っていた

だければと思います。 

 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに、御質疑等もないので、こ

れより採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 後藤施設整備課長、大変お疲れ様でした。あ

りがとうございました。 

 

  〔施設整備課長退室〕 

 

清田委員長 この際、何かありませんか。 

玉田委員 今回、代表質問や一般質問などで少

しやり取りした部活動の地域展開について、私

なりにいろいろ考えると、来年度の完全なスタ

ートにターゲットがある中で、それぞれが持続

可能な運営体制と財政体制をどう確立するか。 

 それと、等しく参加できる環境づくりが大き

な柱になるという思いで質問を聞いていました

が、教育長の答弁の歯切れが悪く、いろいろな

課題について現場に働きかけているところが大

きいとされていた。来年度という期限がだんだ

んと迫っている中で、率直に大丈夫なのかとい

う思いがしました。 

 もう一つは、市町村が行っている取組への財

政支援の問題です。総合型スポーツクラブでの

やり方は、過疎地や会員が少ないところでは財

政運営が非常に厳しいという声もあり、スポー

ツ協会などを通じてどうやっていくかという議

論に入っていると聞いています。持続可能な運

営や財政確立の中で、県としてどういった財政

支援を来年度やっていくのかもいろいろと議論

された方がいいのではないか、働きかけからも

う一歩踏み込んで、そういう思いがしました。 

 それと、等しくみんなが参加できるというこ

とでいろいろな課題はあるけれども、大きいの

は、中体連に参加できないスポーツクラブが出

てくるのではないかと聞いています。中体連に

教員が付いて行く場合は特例で参加できるけれ

ども、スポーツクラブの場合は、資格を持った

指導者がいないと参加できないこともある。資

格を取るのに数年かかるという指摘もあるので、

その間をどうするかという課題もあると思いま

す。 

 一つ私の提案ですが、県下の今の状況、財政

支援が必要なのかどうかなども含めて、あわせ

て、このままスポーツクラブあるいは地域移行

が展開した団体で、中体連など参加機会が等し

く保障できないケースがあるかどうかを県の中

で調査して、必要であれば、指導者の資格が取
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れるまでの間、何らかの措置を提案することも

必要ではないかと思います。 

 これは、代表質問でも答弁されたので、教育

長に見解を伺いたいと思います。 

山田教育長 詳細は、体育保健課長からお答え

しますが、まず、来年度から完全な形でスター

トできるかについて、市町村ごとの進捗状況に

かなり差があり、１８市町村のうち１３市町村

が来年度から始めると言っています。ただ、完

璧な形で始まるわけではないと考えています。 

 今回の国の審議会の取りまとめの中で、これ

から６年間で総仕上げをし、全国、多分同じ状

況だと思いますが、進捗の度合いに相当差が出

ており、様々な課題も出てきているので、そこ

を整理するために国がガイドラインをつくり直

しており、それが近々示されます。 

 今回の質問にもあったように、財政的な部分

は、部活動に係る費用の公費負担分と受益者負

担分をどう考えるかが非常に重要になると思い

ます。その基本的な考え方を国が示します。部

活動を続けていくためにどのくらいの費用が必

要なのか、どこに公費を充てないといけないの

かがはっきりするということで、それが近々示

されます。それを受けて、市町村に対する財政

支援の在り方も来年度の当初予算に向けて、考

えていく必要があると思います。 

 今までも、保護者が部活動費を負担している

部活動があったけれど、教員のボランティアに

負うところが多く、余りお金は払っていなかっ

たけれど、これから民間の受け皿にお願いする

となれば、必要なところはかなり費用が増える

と思うので、そこをどうするかが非常に重要に

なってくると思います。 

 中体連の指導者の資格について、指導者の養

成は我々も重要だと考えているので、これから

３年間、大学生に対して指導者として養成して

いくため、日本スポーツ協会の公認資格を取れ

る人材育成に取り組んでいくことを考えていま

す。 

 それでも間に合わないときにどうするかにつ

いては、体育保健課長からお答えします。 

吉野体育保健課長 中体連の状況について、玉

田委員がおっしゃったとおり、実際、競技によ

っては監督の資格――公認スポーツ資格がいる

状況で、監督をしながら大会には出られない状

況が実際に起こっています。これは競技による

ので、全ての競技がおしなべてというわけでは

ありませんが、一部競技で起こっています。 

 これについては我々も危惧しており、今年度

初めに早急に、また地域大会が始まる前も含め

て、県の中体連にこれをどうにかしてほしいと

言っています。 

 中体連は、九州の中体連、また全国の中体連

に同様の意向を伝えて、そこで協議をしていた

だいているそうです。そこはスピード感がいる

と思っているので、引き続き、早急に答えを出

すように働きかけていきたいのが一つです。 

 それから、それまでの間、何か策はないのか

を今検討しており、玉田委員がおっしゃったと

おり、スポーツ協会等の力を借りながら、何ら

かの方法を模索しています。 

 いずれにしても、スピード感がいると考えて

いるので、それぞれの働きかけは強めたいと思

います。 

玉田委員 よろしくお願いしたいのですが、県

の段階で、各市町村がどういう状況なのかは聞

けばすぐ分かると思います。中体連に参加でき

るかどうかも含めて、この競技はできる、この

競技はできないというのは徐々に分かると思う

ので、そういうところで混乱がないように、過

渡期についてはとにかくしっかりやってほしい

と思います。 

 中体連でいろいろな組織機構の中で議論して

いるということですが、現場は非常に不安で、

どうしたらいいかという状況になっているので、

できるだけ県からも非常に強く要請してもらい

たいと思います。 

末宗委員 僕も玉田委員と一緒だけれど、一般

質問で全県一区の件でお聞きしたけれど、要す

るに、つくづく感じたのは、教育委員会が全県

一区の本質を見誤っている感じがして、見誤っ

た状態で、また来年改定するだろうという見解

を持ったのよ。 

 例えば、教育委員会の言い方は、生徒にアン
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ケートを取った、保護者にアンケートを取った

などそういう理屈から、何か詭弁を弄して論理

を組み立てているけれど。 

 例えば、九州八県で今こういう傾向だ何だ、

アンケートだ何だとか言っても、九州八県で３

県しか取っていないわけよ、大分県も入れて。

ほかの５県は今の流れがこうだと、もう時代も

変わってきたけれど、それでもそういう制度を、

全県一区を取らないで昔のまま、形はどうなっ

ているか知らんけれど、やっているわけよ。そ

この本質が見切れないで、教育委員会が詭弁の

上でやっている。そして、教育長に報告すれば

教育長も自分で考えるけれど、行政が長かった

ので、そこあたりの経験が分からないと思って、

僕は言っているんだけれどね。本当の本質が見

えない。一般質問をやって、間違ったままやっ

ている思いをつくづく感じたのよ。 

 そして、知事は遠隔教育など、これはどこで

もいいよという考え方を持っちょんけれど、教

育委員会はこげ言いよんのうという感じのイメ

ージを受けたけれど、そこあたりを含めて答弁

をお願いします。 

小野高校教育課長 末宗委員がおっしゃったよ

うに、全県一区について生徒や保護者のアンケ

ートを取り、当事者ということで一つの資料に

なり、九州各県についても教育長が議場で答弁

したように状況を詳細に調べています。 

 末宗委員がおっしゃったように、大分県、宮

崎県、佐賀県の３県ですが、そのほかの地域、

例えば、鹿児島県や長崎県は離島があり、その

特質性のため学区制を敷いています。そして、

熊本県も学区制を敷いていますが、以前の細分

化された学区をかなり大きくエリアをつくって

学区数を減らしているので、学区のエリアを拡

大する傾向は間違いありません。 

 そして、３県と末宗委員はおっしゃったが、

実際に全県一区を敷いているのは九州では３県

ですが、全国的な傾向としても学区のエリアを

広げています。そして、令和１１年度から新た

に徳島県も全県一区を導入することも出ており、

そういった傾向にあることはこちらも踏まえて

います。 

末宗委員 だから、僕が詭弁を弄してと言った。

さきほど、ギリシャ、ローマの修辞学のキケロ

のようなことを言うけれど、大分県の教育を考

えたときに、どれが正しいかが根本であって、

ほかの県など、大分県の教育が議題であって、

アンケートが議題でもないし、そういう逃げ口

上を言うのが、教育の本質の議題じゃないわけ

よ。 

 そこの本質を見切らないで、見切るのは能力

の問題だからしようがないけれど、大分県の教

育界がこの程度で恥ずかしくないのかが俺の気

持ちだけれど。 

 とにかく、時代も変わってきた中で、そうい

う本質が見えない教育委員会だと思ったものや

き、教育長、そこらあたりの見解を。 

山田教育長 末宗委員がおっしゃることも非常

に理解できます。この問題は正解がないです。

今回、県立高校の校長のアンケートも取りまし

たが、全県一区に対して賛成か反対かで、五分

五分に分かれました。こういうことは、プロの

教育者――校長ですら意見が半分に分かれます。

今回のアンケートは単に二者択一ではなく、そ

れに対する見解も書いていただきましたが、結

局、賛成の校長も反対の校長も、全県一区と学

区制それぞれにメリットがあることを書いてい

ます。そのメリットとデメリットを比較衡量し

て、どちらかと言えば全県一区がいい、どちら

かと言えば学区制に戻した方が生徒募集が楽に

なるという結論になっていますが、そのくらい

微妙な問題であると認識しています。 

 その中で、外部有識者も含めていろいろ議論

を闘わせ、いろいろな意見がありました。学区

制、地域における高校は大事だ、そこの生徒を

確保することは大事だという意見もありました。 

 ただ、最終的に、生徒の進路は人生を左右す

る、本当に重要な決断をします。その生徒の人

生に大きな影響を及ぼす進路選択に制限を加え

るのは、やはりおかしいのではないか。そこは

生徒によく考えさせ、選ばせる。そこに自由を

与えることは重要ではないかというところで、

皆様の意見が一致したと認識しています。 

 加えて、私が大事と思っているのは、確かに
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学区制にすれば生徒募集が楽になるけれど、今

そうではない非常に厳しい環境に置かれ、各学

校長が本当に苦労して、自分の学校を少しでも

良くしよう、魅力的な学校にして選ばれるよう

にしようと努力しています。それは、企業経営

と同じだと思います。顧客に選ばれるように一

生懸命その会社を良くしていく、商品を良くし

ていく。それと一緒で、そういう力が働かない

と大分県の学校は良くなっていかないのではな

いか。現場には本当に苦労をかけるけれども、

そこは大分県の公教育を良くしていくために、

絶対に必要ではないかと思っています。 

 これから、県外の高校あるいは広域通信制の

高校などが増え、授業料も無償化される中で、

そことの競争になっていく。そこで勝ち抜いて

いくには、それぞれの高校が一生懸命努力し頑

張る。そういう環境を維持していくことが、大

分県の教育の底上げを図るためには重要ではな

いかと考えています。 

末宗委員 一点だけ。教育長も教育の本質に近

づきよるんだけれど、最後ちょっと曲がるんよ

ね。本当に大分県の教育を。みんな自分がかわ

いいきね。部下がそうふっかかってするのか知

らんけれど。例えば、僕が一番思うのは、生徒

にアンケートを取れば、自分の行っている学校

を否定はしないことは１００％間違いないんよ。

そういうところにアンケートを取る必要がどこ

にあるのだろうか。そういう本質からずれたと

ころから始めて。（「具体的な提案をしな」と

言う者あり）いや、具体的って。 

 とにかく、大分県、全国的にまだ学区制を取

っている意味を余り軽んじられない方がいいと

根本的に思うわけよ。そういう思いがあるので、

教育委員会の皆さん、本当に本質を理解してい

ただきたいと思う。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 これをもって、教育委員会関係の

審査を終わります。執行部はお疲れ様でした。 

 委員の皆様はこの後協議を行うので、このま

ま御着席願います。 

 

  〔教育委員会、委員外議員退室〕 

 

清田委員長 それでは、内部協議に入ります。 

 先に、県外所管事務調査についてです。事務

局に説明させます。 

  〔事務局説明〕 

清田委員長 ただいまの説明のとおりなので、

都合により欠席する場合や途中離脱を行う場合

は、早めに事務局へ連絡をお願いします。 

 ここで、暫時休憩します。再開は、午後１時

からとします。 

 

午後０時０７分休憩 

――――――――――― 

午後１時００分再開 

 

清田委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開

します。これより、警察本部関係の審査に入り

ます。 

 本日は都合により、井上委員が欠席していま

す。また、委員外議員として猿渡議員に出席い

ただいています。 

 それでは、付託案件の審査に入ります。第８

７号議案大分県警察の警察官等に対する支給品

及び貸与品に関する条例の一部改正について、

執行部の説明を求めます。 

幡野警察本部長 警察本部長の幡野です。審査

に先立ち、一言、御挨拶を申し上げます。 

 清田委員長をはじめ、文教警察委員会の委員

及び委員外議員の皆様におかれては、平素から

警察業務の各般にわたり御理解と御支援を賜っ

ており、この場をお借りして、厚く御礼を申し

上げます。 

 本日の委員会では、付託案件２件について御

審査いただき、その後、諸般の報告として大分

県長期総合計画の実施状況についてほか２件の

案件の説明を予定しています。 

 それぞれについては担当部長等から説明しま

すので、よろしくお願いします。 

伊藤警務部長 第８７号議案大分県警察の警察

官等に対する支給品及び貸与品に関する条例の

一部改正について、御説明します。 
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 文教警察委員会説明資料２ページを御覧くだ

さい。 

 本条例は警察法等の規定に基づき、警察官に

対し職務上必要な被服の支給、装備品の貸与等

を定めています。 

 今回の一部改正については、資料２段目の法

改正の背景に記載のとおり、警察法施行令等が

改正され、女性警察官のスカート及びショルダ

ーバッグが廃止されたことから、条例のスカー

ト及びショルダーバッグに関する規定を削除す

るという内容です。施行日は、公布の日として

います。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

末宗委員 ごめん、悪い。直接関係ないんだけれ

ど、今、警察官で女性の割合は何％ぐらいある。 

河野警務課長 本年４月１日現在ですが、２５

８名、パーセントで言うと１２．３％となって

います。県警の採用目標を計画立てており、本

年度までに１２％を超えるという目標でしたの

で、目標は達成できているところです。 

末宗委員 感想として、なるべく女性が多い方

が警察官もよく採用ができる気がしてね。頑張

ってくれ。（「ありがとうございます」と言う

者あり） 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第８８号議案警察署の名称、位置及び

管轄区域条例の一部改正について、執行部の説

明を求めます。 

伊藤警務部長 第８８号議案警察署の名称、位

置及び管轄区域条例の一部改正について、御説

明します。 

 この条例は、警察法の規定に基づき、警察署

の名称、位置及び管轄区域を定めたもので、今

回の改正は、大分市の大字区域の一部が新たな

町名に変更されることに伴い、大分市内の警察

署の管轄区域に町名を追加するものです。 

 文教警察委員会説明資料３ページを御覧くだ

さい。 

 ①、②の大分中央警察署管内の大字千歳（せ

んざい）の一部が明野高城一丁目から二丁目に、

大字千歳、大字小池原、大字東明野の各一部が

高城台一丁目から四丁目に、③、④の大分南警

察署管内の大字光吉、大字田尻の各一部が光吉

新町一丁目から四丁目に、大字光吉の一部が光

吉台一丁目から三丁目に、それぞれ名称が変更

されます。これに伴い、警察署の管轄区域に町

名を追加します。条例の施行日については、名

称変更の実施日である令和７年１１月８日とな

ります。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、付託案件の審査を終わります。 

 次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。 

 それでは、①の報告をお願いします。 

伊藤警務部長 大分県長期総合計画の実施状況

について、御説明します。 

 施策の評価方法等については、既に教育委員

会から説明しているので、省略します。 
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 文教警察委員会説明資料８ページを御覧くだ

さい。 

 警察本部が所管する施策は、政策評価／施策

評価一覧表のうちⅠ安心７（１）良好な治安と

安全で快適な交通の確保の１施策であり、目標

達成に向けた取組を進めています。施策で設定

した目標指標の令和６年度における達成状況に

ついては、達成が１指標、著しく不十分が１指

標となっています。それぞれの指標について、

御説明します。 

 文教警察委員会説明資料９ページ中ほどの２

目標指標欄のⅰ刑法犯認知件数を御覧ください。 

 ⅰ刑法犯認知件数については、６年度の目標

値２，７９４件以下に対して、実績値は３，４

４２件で、達成度は７６．８％でした。 

 この要因については、３指標の平均評価と要

因に記載していますが、特に街頭防犯カメラの

設置促進については、県内全域の自治会等に呼

びかけを行った結果、１１団体から設置申請が

あり、３７台の街頭防犯カメラが設置されるな

ど、地域の犯罪情勢に即した効果的な被害防止

対策の推進に取り組んできました。 

 また、コールセンターの電話オペレーターに

よる、被害に遭う可能性の高い高齢者宅等への

約２万２千件の直接架電によるきめ細やかな注

意喚起、特殊詐欺の手口を紹介する動画等を活

用したテレビＣＭやＷｅｂ広告等による広報啓

発など被害防止対策の推進に取り組んできまし

た。 

 しかしながら、無施錠の自転車やエンジンキ

ー付のオートバイの盗難被害が前年から大幅に

増加したこと、さらに携帯電話への予兆電話等

の大幅な増加やＳＮＳを悪用するなどの犯行手

口の巧妙化等により、警察官騙りのオレオレ詐

欺や副業名目の架空料金請求詐欺が大幅に増加

したため、目標達成に至らなかったものです。 

 今年度は、街頭防犯カメラの設置促進に取り

組むほか、詐欺被害の防止対策では県民にあら

ゆる広報媒体を活用した注意喚起や街頭啓発な

どの幅広い年齢層を対象とした広報啓発を実施

するとともに、ＡＴＭ警戒業務の実施等、水際

防止対策も推進していきます。 

 続いて、９ページ中ほどの２目標指標欄のⅱ

交通事故死者数を御覧ください。 

 ⅱ交通事故死者数については、６年度の目標

値３２人以下に対して、実績値は２８人で、達

成度は１１２．５％でした。 

 この要因については、３指標の平均評価と要

因に記載のとおり、ＳＮＳ等の様々なメディア

を活用した広報啓発活動、各種シミュレータを

活用した参加・体験型の交通安全教育のほか、

高校生を対象とした動画コンテストの実施等を

通じて、県民の交通安全意識の向上を図るとと

もに、交通事故に直結する悪質・危険な違反に

重点を置いた交通指導取締りなどを推進した成

果であると考えています。 

 今年度は、高齢者の事故防止に向けた川柳コ

ンテストの実施や自転車に関する交通ルールの

周知活動を推進し、交通事故防止気運の醸成を

図るとともに、引き続き、各種シミュレータを

活用した参加・体験型の交通安全教育を通じて、

交通事故防止対策を推進していきます。 

 最後に、文教警察委員会説明資料１１ページ

から１５ページについては、それぞれの施策を

構成する事業の事務事業評価を記載したものな

ので、御参考としてください。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

麻生委員 資料１４ページの１０番交通安全施設

整備費及び１１番交通安全施設高度化推進事業に

ついて、評価がＡで達成していることになってい

ます。先般も申し上げたように、自動車のレベル

２、レベル４など自動運転システム、センターラ

イン、車線逸脱装置などが標準装備される中で、

区画線や停止線といった機能が非常に重要度を増

しています。交通安全、交通事故防止・抑止に間

違いなくつながりますが、これを見ると、先日の

議会で、ラインが消え掛かっているところの要望

が十分応え切れていないという答弁がある中で、

実績数字を見ると、まだ予算的には上がっていれ

ばいいけれど下がっているので、少し心配したも

のです。このあたりの認識、道路標識・標示等交

通安全施設の整備を推進しという部分が本当にＡ
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に至っているのかどうか。要望に何割ぐらい応え

られているかというと、４割程度じゃないかとい

う認識もあったので、この評価と現実という部分、

認識のギャップがもしあれば。この指標はこの指

標ですが、警察と国土交通省、メーカーなどいろ

いろな関係者が協力して、剝離率４割だと機能し

なくなるという自動車メーカーの最新の動向を含

めて、今後考えていく必要があるのではないかと

思っています。そういう部分では、ここでもう良

しとしたら、来年度以降の予算にも影響が出てく

るので、必要なものは必要としてしっかりと要求

していく必要があるかと思います。そういった意

味での１０番及び１１番についての認識等があれ

ば、お知らせください。 

後藤交通部長 麻生委員の御指摘のとおり、今

後レベル４など自動運転になっていくと、区画

線の重要度がかなり増してくると思います。 

 警察としても、大体の計画を立てて、区画線、

黄色の実線などあらゆるものをしているので、

この指標に関しては、その目標に対して計画ど

おりにしているという御理解をいただきたいと

思います。 

 しかしながら、実態として、まだ消え掛かっ

ているところが実際にはあるので、これについ

ては、計画以外の部分でも早期にしていきたい

と考えています。 

 また、令和８年９月には、生活道路の３０キ

ロメートル毎時という新たな法定速度ができま

す。こうなると、警察で言えば黄色の追越しの

ための右側部分はみ出し通行禁止の部分、道路

管理者で言えば白線の部分、こういったもろも

ろが必要になってくるので、まずはこういった

ところを確実に更新していきたいと考えていま

す。 

 麻生委員御指摘のとおり、実態に応えている

のかというところはあるので、今後、県民の意

見も聞きながら、そういった実態が分かれば、

早期に対応していきたいと思っています。 

麻生委員 土木建築部が国土強靱化、東南海巨

大地震に備えた対策、５か年緊急対策事業とし

て行っているのと同じように、交通安全対策も、

車の性能が一気に変わってきている中で、交通

安全対策緊急３か年事業くらいで財源を確保し

て一気にしていく必要があるかと思っているの

で、そういう声を是非中央にもあげていきなが

ら、予算を確保して、一緒に協力できればと思

っているので、よろしくお願いします。 

吉村委員 資料９ページの交通ルールや交通マ

ナーに関連して、先日、私も地元の中学校で開

かれた交通安全教室に参加し、中津警察署や大

分県交通安全協会の方が来て説明をしていただ

きました。来年４月からの自転車の青切符の導

入を含めて、湯～チャリトレーニング、マルバ

ツ問題を事前にこどもたちにさせて、そして講

習会、交通安全教室に参加します。自分もしま

したが、１０問中８問の正解でした。これが良

いか悪いか分からないですが、こういう取組を

県警察がされているということで、来年度の導

入に合わせて、県下の中学生や高校生を対象に、

交通安全教室がどの程度開催されているのか。

また、来年４月に合わせてこれを進めたらいい

と改めて思ったので、是非教育委員会とも連携

しながら進めていただきたいと思ったので、発

言しました。状況が分かれば。 

後藤交通部長 吉村委員御指摘のとおり、湯～

チャリトレーニングを７月からしています。実

施者数が４千人ぐらいで、中高校生が一番多い

状況です。まずは自転車に関してルールを守っ

てもらいたいということで、予算を取ってこう

いったコンテンツを開いています。 

 来年４月から始まるので、１月から３月まで

の間に強力に広報していきます。こういったル

ールを皆様に周知していきたいので、広報をど

んどんしていきたいと考えています。 

 また、交通安全教室は途絶えることなく継続

していくものなので、今年が多い少ないという

よりも、毎年警察署と大分県交通安全協会で連

携して、継続的にかなり強力にしています。引

き続き、大分市、中津市、日田市にかかわらず、

全てのところで実施していきたいと考えていま

す。 

吉村委員 来年４月から自転車の青色切符の導

入もあるので、なかなか分かりにくいところが

あり、実際にどこまでが違反になるのか分かり
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にくいので、こういう教室を通じて、是非中高

生に広めていただけたらと思います。よろしく

お願いします。 

岡野副委員長 資料１２ページの５番特殊詐欺

対策等水際対策強化事業について、さきほど評

価がどうしても低いという話がありました。年

度頭の常任委員会でも、こういった特殊詐欺は

本当に複雑化・悪質化しているので、重点的に

是非お願いしたいという話をしたときに、事業

の成果のところで７４件増加している、目標達

成できなかったとあるのですが、昨年から引き

続き関わってみて、新たに分かったことや今後

の強化の仕方――今後の方針はここに書いてい

ますが、そういったところがあれば、お話を聞

かせてください。 

三浦生活安全部長 ここに書いてあるとおり、

引き続き、予算事業でコールセンターやＡＴＭ

の警戒業務などいろいろ実施していきます。 

 本年特徴的だったのが、国際電話の予兆電話

が非常に多くなっています。まず、犯人と話さ

ないといった対策が重要なので、この国際電話

不取扱受付センターに申込みさえすれば国際電

話を受け付けなくなる、休止という形になりま

す。今回資料には出ていませんが、９月１日か

ら１１月末まで、県警察では総力を挙げて、各

警察署でしっかりと各世帯を回ります。あるい

は、人が集まる場所において促進の取組をして、

犯人が電話を架けてももう架からない、国際電

話は架からない、プラスから始まる電話番号は

架からないということを実施していこうと考え

ています。 

岡野副委員長 是非、分かったことをいろいろ

と県民にしっかり伝えていっていただきたいと

思います。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

猿渡委員外議員 地域防犯力強化育成事業の関

連になるかと思いますが、警視庁などでは、痴

漢などを含めた迷惑行為や性被害などに対する

防犯アプリがあったりします。痴漢です、助け

てくださいとスマートフォンで被害者がアピー

ルして助けを求める。周りの方が、もしかして

痴漢じゃないですか、大丈夫ですかとスマート

フォンで声をかけるみたいなのもあります。そ

ういう取組を何かされているのか、あるいは今

後計画があるのかが一つ。 

 もう一つは、大川原化工機事件で無罪判決が

出て、昔の冤罪事件はだいぶ可視化などされて

きているかと思いますが、最近もそういう冤罪

事件があります。冤罪は、真犯人を取り逃して

しまうことにもなり、大変な人権侵害になるの

で、冤罪を招かない対策は何かされているのか。

その点を教えてください。 

三浦生活安全部長 最初に、痴漢の関係につい

て、痴漢対策として、列車の場合、鉄道警察隊

などでいろいろと警戒活動をしています。アプ

リの関係について、実は、令和７年度予算で、

本県で使っている通称まもめーる――メールと

アプリの二つありますが、そのアプリの方を少

し改修して、ホーム画面がないので、ホーム画

面が出るようにします。それから、痴漢対策と

して、防犯ブザーなども搭載することになりま

す。防犯ブザーに加えて、画面に痴漢、助けて

くださいというのを縦書きで出します。もう一

つは、痴漢されていませんかというのを画面に

出します。被害者が自ら人に助けを求める画面

と、周囲の方が痴漢をされているのではないか

を見たときに、御本人に見えるように、痴漢さ

れていませんかという画面を出します。アプリ

の改修が来年１月ぐらいに完了する見込みで、

今進めています。 

福岡刑事部長 大川原化工機事件について及び

それに関する防止策について、御説明します。 

 大川原化工機事件をはじめ、最近いくつか無

罪事件・判決が続き、県警察としても、警察に

対する国民・県民の信頼に疑念を生じさせる事

案であると重く受け止めています。 

 警察の活動あるいは捜査は、国民・県民の信

頼の上に成り立つものであることを改めて肝に

銘じて、事件捜査に取り組むように指示してい

ます。 

 大川原化工機事件について、いくつかの反省
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や教訓が検証として出されています。具体的な

例を一つ申し上げると、捜査をするチーム運営

の問題が挙げられています。この反省を受け、

現場に対して、例えば、悪い報告でもしっかり

と組織にあがる関係や雰囲気を構築するために、

幹部は特にチーム内のコミュニケーションの労

を惜しまない、積極的にチーム一丸となれる取

組を行うことを指示しています。 

 いずれにしても、県警察としては、こういっ

た他県の事例であっても、これらの事案の反省、

教訓を決して人ごとではなく自らのことと置き

換え、受け止めて事件捜査に取り組み、県民の

期待と信頼に応えていきたいと考えています。

（「ありがとうございます」と言う者あり） 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、次に、

②の報告をお願いします。 

福岡刑事部長 県警察では大分県暴力団排除条

例の改正を予定していますので、その概要につ

いて御説明します。 

 文教警察委員会説明資料１６ページを御覧く

ださい。 

 今回の主な改正点は３点です。順に説明しま

す。 

 改正の大きな１点目は、資料中ほどに現行と

改正後と書いている１暴力団事務所に対する規

制強化です。青少年のための良好な環境の確保

を目的に、暴力団事務所に対する規制強化を行

うこととしています。 

 現行の条例では、学校、図書館、児童福祉施

設や公民館などを保護対象施設して、その周囲

２００メートル以内で暴力団事務所を開設・運

営することを禁止しています。 

 今回の改正では、それに加え、保護対象施設

に都市公園法に規定する都市公園を追加すると

ともに、都市計画法に規定する用途地域と言わ

れる地域内での暴力団事務所の開設・運営を禁

止する改正を行いたいと考えています。 

 まず、都市公園について、国や地方公共団体

が設置する公園で、大規模な運動公園、砂場や

遊具がある小さな公園も含まれます。 

 次に、用途地域について、商工業等が盛んな

いわゆる市街地として定められている地域であ

り、県内では１８市町村のうち九重町と姫島村

を除く１６市町に市街地として設定されていま

す。１６市町の市街地をほぼ全て含んでいるの

で、改正後は実質的に暴力団事務所を市街地に

開設することは不可能となる改正です。 

 なお、条例改正前から開設・運営されている

暴力団事務所については、既得権があるので認

めざるを得ず、規制の対象とはなりません。一

方、現在使用されている暴力団事務所において

も、ほかの組織の暴力団事務所として使用され

るようになった場合には、例え同一の建物であ

っても規制の対象となります。 

 罰則について、保護対象施設の周囲２００メ

ートル以内に事務所を開設・運営した場合は、

１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金が科

されます。 

 一方、用途地域に対する規制に違反した場合

は一旦中止命令を発出し、命令に違反した場合

に１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金を

科す間接罰とすることとしています。 

 同様の違反行為にもかかわらず、罰則の適用

に違いがある理由は、保護対象施設、例えば今

回加わった公園等は一見して視認できる違反行

為であることを明確に認識できる一方、用途地

域に関しては明確に視認できないので、保護対

象施設に対する規制に比べて明確性に劣るとい

うことから、一旦中止命令を行い、違反状態で

あることを暴力団側に十分認識させた上で、同

命令に違反した場合に罰則を科す間接罰とした

ものです。 

 次に、改正の大きな２点目は、資料左下の２

暴力団事務所への青少年の立ち入らせに対する

規制です。青少年の健全育成を目的に、暴力団

員が青少年を暴力団事務所へ立ち入らせること

を規制する改正を行いたいと考えています。 

 現行の条例では、青少年を暴力団事務所に立

ち入らせる行為については規制されていません。 

 暴力団事務所は暴力団員の活動拠点であり、

そのような場所に青少年が立ち入ることは、暴

力団に取り込まれ、将来的に暴力団員となる危



- 29 - 

険性が高まります。 

 今回の改正では、暴力団員が青少年を暴力団

事務所に立ち入らせることを規制し、違反行為

に対しては中止命令又は再発防止命令を発出し

て、命令に違反した場合に６月以下の拘禁刑又

は５０万円以下の罰金を科す改正を行いたいと

考えています。 

 改正の大きな３点目は、資料下段右側の３暴

力団排除特別強化地域の指定及び資金獲得活動

の規制を強化です。繁華街における暴力団と事

業者の関係遮断を目的に、まず、暴力団排除特

別強化地域を指定して、その地域内で事業者と

暴力団の利益の授受等に対して罰則を科す改正

を行いたいと考えています。 

 現行の条例でも、事業者と暴力団員の間にお

ける利益の授受を禁止されており、違反した場

合には勧告あるいは公表等の行政措置をとる規

定となっていますが、行政措置にとどまるが故

に安易に暴力団を利用しようとする事業者が未

だにいることから、暴力団の活動状況等を総合

的に勘案して、大分市と別府市の繁華街を暴力

団排除特別強化地域として指定するとともに、

その地域内で風俗営業や飲食店を経営する事業

者を特定営業者と規定し、暴力団と特定営業者

の間で利益の授受が行われた場合には１年以下

の拘禁刑又は５０万円以下の罰金を科すことに

より、暴力団と事業者の関係遮断を推進するこ

ととしたものです。 

 今回の改正にあたり、大分市、別府市の繁華

街に限らず、県下全ての繁華街を特別強化地域

に指定することについても検討しましたが、ま

ずは、暴力団の活動状況や不法行為事案の発生

状況を勘案して、風適法施行条例により午前０

時以後も風俗営業ができる地域及び店舗型性風

俗店を営業できる地域に該当する大分市都町１

丁目から４丁目、中央町１丁目から４丁目、別

府市北浜１丁目、楠町、元町を特別強化地域に

指定することとしたものです。 

 なお、今回指定されない地域についても、今

後の暴力団の活動状況や不法行為事案の発生状

況によっては、特別強化地域に追加することも

考えています。 

 今回の改正では、違反行為に対し、暴力団員

だけでなく事業者にも罰則を科すこととなりま

す。暴力団に利益供与をしていることを積極的

に申告した特定営業者には、警察が違反を認知

していた場合であっても自首として取り扱って、

刑を減免できる旨規定し、改正することとして

います。 

 この規定によって、特定営業者が自発的に暴

力団と決別することにつながるものと期待をし

ています。以上、改正概要です。 

 なお、改正をするにあたり、県民から広く意

見を募集するため、本年１０月１日から１０月

３１日までの１か月間、パブリックコメントを

実施することとしています。 

 その結果を受けて、本改正条例については、

令和８年第１回定例会に上程することを予定し

ています。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別に御質疑等もないので、次に、

③の報告をお願いします。 

武繁組織犯罪対策課長 警察本部が所管する公

社等外郭団体の経営状況等について、御報告し

ます。 

 警察本部が所管する団体のうち、地方自治法

に基づき今議会へ議案として経営状況等を報告

する団体は１団体、その他、議案の対象ではな

いものの、大分県公社等外郭団体に関する指導

指針に基づき指導監督を行っている団体は２団

体、合計３団体となります。 

 文教警察委員会説明資料１７ページをお開き

ください。 

 警察本部が所管する団体について、出資比率

が２５％以上等の指定団体は、ナンバー２８の

公益財団法人大分県暴力追放運動推進センター、

ナンバー２９の公益財団法人大分県交通安全協

会の２団体、出資比率が２５％未満のその他の
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出資等団体は、ナンバー１４の公益財団法人大

分県防犯協会の１団体、合計３団体となってい

ます。 

 経営状況等の説明の前に、公益財団法人大分

県暴力追放運動推進センターの概要について、

簡単に御説明します。 

 当団体は暴力のない明るく住みよい大分県の

実現に寄与することを目的として、平成３年８

月に財団法人として設立され、平成４年５月に

暴力団対策法に基づき、大分県公安委員会から

暴力追放運動推進センターとしての指定を受け、

暴力団排除活動における県の中核として活動し

ています。 

 また、平成２５年２月には暴力団対策法に基

づき、国家公安委員会から暴力団事務所周辺の

住民の委託を受け暴力団事務所の使用差止の代

理訴訟ができる適格都道府県センターとしての

認定も受けています。 

 それでは、当団体の経営状況等について、御

報告します。 

 文教警察委員会説明資料１８ページを御覧く

ださい。 

 当団体の基本財産は、項目２に記載のとおり、

県出資の４億６，５００万円を含めた６億９５

０万円であり、基本財産の運用収入及び賛助金

等を主たる財源としています。 

 事業内容は、項目３に記載のとおり、暴力根

絶のための啓発活動や暴力団員による不当な行

為に関する相談活動などとなっています。 

 ６年度決算状況は、項目４の正味財産増減計

算書に記載のとおり、経常収益が２，６８９万

円、経常費用が２，５０９万８千円となってお

り、当期正味財産増減額は１７９万２千円の増

となっています。経営状況としては安定した状

態です。 

 資産関係は、貸借対照表に記載のとおり、資

産総額が６億３，０２０万１千円、負債総額が

１９１万５千円、正味財産（純資産）が６億２，

８２８万６千円となっています。負債の主なも

のは賞与引当金であり、借入金もなく、経営状

況は安定しています。 

 次に、項目５問題点及び懸案事項並びに項目

６対策及び処理状況について、当団体の経営状

況はここ数年安定していますが、公益事業を安

定的に推進するためには、県民の理解と協力を

得つつ、賛助金の拡大に努める必要があります。

そのため、県警察として、責任者講習や不当要

求調査活動などといった当団体の活動を通じて、

広く県民に広報するなどして活動状況に理解を

求め、新規賛助会員の開拓に努めるよう指導監

督していくとともに、より緊密に連携を図りな

がら暴力団排除活動を推進していきます。 

石角交通企画課長 引き続き、公益財団法人大

分県交通安全協会について、御報告します。 

 文教警察委員会説明資料１９ページを御覧く

ださい。 

 項目２のとおり、当団体への県からの出資金

はありませんが、県の事務と密接に関連する運

転免許関連事業や自動車保管場所関連事業等の

公益性の高い事業を毎年度一定額補助または委

託していることから、その経営状況に健全性・

透明性が求められるため、県の指針に基づく公

社等外郭団体に指定されています。 

 当団体の事業内容は、項目３のとおり、交通

安全思想普及のための広報啓発、交通安全教育

や交通秩序維持のための優良運転者の育成・運

転者教育等を実施しています。なお、当団体は、

道路交通法の規定に基づき、大分県公安委員会

から大分県交通安全推進センターに指定されて

おり、そのほかにも広く交通事故防止活動全般

にわたる事業を行っています。 

 ６年度決算状況については、項目４のとおり、

当期正味財産増減額が１，８４３万１千円増加、

正味財産期末残高は１３億７，８２８万４千円

となっています。当期正味財産増減額の主たる

増加要因は、運転免許更新者の増加による講習

収益と会費収入の増加並びに当団体が運営する

大分県自動車学校の経営努力によるものです。 

 問題点及び懸案事項並びに対策及び処理状況

は項目５・６に記載のとおり、当団体の経営は、

その性格上、短期的にも長期的にも免許人口の

増減に左右されることから、業務の効率化や会

員加入率の向上等による経営の平準化に常時配

慮する必要があり、引き続き、団体に対する適
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切な指導・助言を行っていきます。 

原田生活安全企画課長 最後に、公益財団法人

大分県防犯協会の経営状況等について、御報告

します。 

 文教警察委員会説明資料２０ページを御覧く

ださい。 

 大分県防犯協会は県知事の認定を受け、平成

２３年４月１日に公益財団法人へ移行しました。 

 項目２のとおり、当団体への県の出資額は２

００万円、県出資比率は７％となっています。

人的支援の状況について、当団体への県職員の

業務援助はありません。 

 項目３の事業内容について、当団体は防犯思

想の普及及び高揚並びに犯罪の防止、少年非行

の防止及び青少年の健全育成等の活動を実施し

ています。 

 項目４の６年度決算状況について、経常収益

は３，６３４万８千円、経常費用は３，５８３

万４千円、当期正味財産増減額は４４万３千円

の増額となっています。令和５年度の当期正味

財産増減額が減額であったところ、令和６年度

に増額となったのは、令和６年４月１日に自転

車防犯登録手数料を１００円値上げしたことに

より、同手数料収入が２８１万円増加したこと

が主な要因です。 

 最後に、項目５問題点及び懸案事項、項目６

対策及び処理状況についてです。賛助会員数が

減少傾向であるところ、防犯思想の普及等の公

益事業を効果的に推進するためには、賛助会員

の拡大を図り、県民の理解と協力を得ていくこ

とが不可欠です。団体役員による企業訪問や各

種防犯活動を積極的に推進するなど、あらゆる

機会を通じて当団体の活動状況を広く県民に広

報して理解を求め、賛助会員の拡大等に向けた

協力依頼を継続していきます。警察本部として

も、自主防犯活動の中核である当団体に対して、

事業の効果を勘案しながら事業規模の見直しを

検討して経費を抑えるなど、効果的な事業活動

と安定した運営について必要な助言を行ってい

くこととしています。 

清田委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。委員の皆様から

質疑、御意見等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

猿渡委員外議員 さきほどの、痴漢です、助けて

くださいアプリ、大変有り難いと思います。せっ

かくなので、痴漢に限らず、ストーカーやハラス

メントなどいろいろな場面で使えるバージョンも

あると有り難いと思います。困っています、助け

てくださいなどでしたら、痴漢だけではなく、い

ろいろな場面で使えるかと思います。通りがかり

の殺人や犯罪もいろいろと増えているので、単な

る大丈夫ですかといったアプリだと、周りの人も

いろいろ使えるかと思います。 

 あと、いろいろな動画で見たことがありますが、

痴漢や何か困っているのではないかというときに、

あら、何とかさん、お久ぶりと、全然知らない人

なのに知り合いのふりをして声をかける、体調が

悪いの、大丈夫と言って声をかける。そういうこ

とで、犯罪を途中でストップさせる動画も見たこ

とがあります。そういうことを動画などで周知し

ていくことも大事かと思いますので、要望です。

何かありましたら、よろしくお願いします。 

三浦生活安全部長 さきほど説明した画面につ

いて、ほかにも詐欺対策など、例えば、ＡＴＭ

で振り込みをしている方に対して、電話を架け

ながらしている人に対しては、その電話は詐欺

ではないか、電話を切ってくださいというよう

な、その方は話しているので、それを見せなが

らということもメニューとしては考えていまし

たが、猿渡議員のお話も参考にさせていただき、

その辺を検討していきたいと思います。ありが

とうございます。 

清田委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別にないので、それでは、さきほ

ど採決を保留していた第８５号議案大分県立学

校の設置に関する条例の一部改正について、こ
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れより採決します。 

 なお、本案について、合い議をしていた総務

企画委員会の回答は、原案のとおり可決すべき

とのことであります。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 これをもって、警察本部関係の審査を終わり

ます。 

 執行部及び委員外議員の皆様は、お疲れ様で

した。 

 委員の皆様は、この後、協議を行うので、こ

のまま御着席願います。 

 

  〔警察本部、委員外議員退室〕 

 

清田委員長 それでは内部協議に入ります。 

 まず、閉会中の所管事務調査について、お諮

りします。 

 お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中、継続調査をしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

清田委員長 御異議がないので、所定の手続を

取ることにします。 

 以上で、本日の協議事項は全て終了しました。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

清田委員長 別にないので、これをもって、委

員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


